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（午前９時５９分 開会） 

○光好博幸委員長  それではただ

いまから、民生常任委員会を開会し

ます。 

 本日の委員会記録署名委員は、中

川委員を指名します。 

 それでは、先日に引き続きまして、

議案第１号の所管分及び議案第９

号所管分の審査を行います。 

 質疑に入りたいと思います。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  おはようござい

ます。 

 それでは、一般会計の質問をさせ

ていただきます。予算概要で言わせ

ていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 まず、質問番号１番です。 

 ２６ページ、自治活動推進事業、

自治振興課です。 

 地域活性化事業補助金について、

これまでも他の委員が質問をされ

ておりました地区市民体育祭の補

助金が移されたということでござ

います。 

 地区市民体育祭や美化活動、お祭

りなど、事業ごとに申請をするとい

うことも分かりました。 

 では、補助金総額の配分について

教えていただきたいと思います。 

 地区市民体育祭の補助金はこれ

まで上限が定められ、活用について

は使途を報告し使った分だけ受け

取る、または受け取ってから返すよ

う取り扱っていたと思います。 

 地域活性化事業補助金と地区市

民体育祭の補助金は別枠になって

今までどおりの上限という形で行

われるのか、それとも総額が決まっ

ていて、その配分は自由に変えるこ

とができるのかについて教えてく

ださい。 

 質問番号２番です。 

 ３０ページ、同じく自治振興課、

正雀市民ルーム管理事業について

です。 

 修繕料ついてお聞きします。 

 正雀市民ルームは３階のホール

の壁紙があちこちめくれて垂れ下

がっている状態でございます。団体

の新年会などにも活用されていま

すが、市民から修繕を要望する声を

聞いています。壁紙修繕の見通しに

ついてお伺いします。 

 また、洋式トイレの設置がどうな

っているのかも併せてお伺いした

いと思います。 

 質問番号３番です。 

３０ページ、同じく自治振興課、

コミュニティセンター管理事業で

す。 

 （仮称）味生コミュニティセンタ

ーの建設が進んでいます。改めて土

地や地域の協働のまちづくりに果

たすコミュニティセンターの役割

について伺います。 

 質問番号４番です。 

 ３４ページ、市民課、住民基本台

帳事務事業についてです。 

 市民課窓口は、市民が職員と接す

る最初の場所であることが多いと

思われ、市民との関わり方が問われ

ます。例えば、ＤＶ被害を受けてお

られる市民が、最初からＤＶや虐待

相談の窓口を訪れるのではなく、市

民課や国保年金課などの窓口に行

き、対応をする中で支援が必要であ

ると分かるケースが多いと思いま

す。 

 私自身、相談を受けたケースです
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が、一人のお母さんから、夫は現在

の住居のままだけれども、自分と子

供は他市へ移住したいので児童手

当を自分のほうへ振り込むように

手続したいという御相談をお受け

いたしました。 

 実務的な相談かと思っていまし

たが、話を聞くうちに、夫から子供

への虐待があるということで、夫に

知られないようにしたいという話

が出てまいりました。 

 市民課では大変、市民に寄り添っ

た対応をしていただいたと思いま

す。児童手当でトラブルがあったん

ですけれども、何とか無事に済むこ

とができました。 

 実務的な対応だけでは、支援の必

要な市民を見逃してしまいます。窓

口の配慮はどのようにされている

のか、お伺いしたいと思います。 

 質問番号５番です。 

 ３４ページ、同じく市民課、住民

基本台帳事務事業です。 

 住民基本台帳法では、個人情報保

護の観点から台帳の原則、非公開を

定めています。第１１条では閲覧の

み認めています。 

 摂津市は、本人に知らせることな

く自衛隊へ若者の名簿を提供して

います。２０２２年から２０２６年

の名簿の提供状況について御説明

ください。 

 自分の個人情報を出されたくな

い人は除外申請の制度もつくって

いるとのことですが、その周知方法

と申請数についても教えてくださ

い。 

 質問番号６番です。 

 ３４ページ、同じく市民課です。

戸籍事務事業です。 

 戸籍に振り仮名を登録すること

についてです。 

 既に住民票にある振り仮名につ

いては確認作業だけということで

したが、市の登録と違う場合は、変

更の届出ができたと思います。市で

判断できず受付で困るような事例

はなかったのでしょうか、教えてく

ださい。 

 また、届出期間がもうすぐ終了す

るということですけれども、訂正の

お願いがその届出期間終了後に出

されるというような場合はどうな

るのでしょうか、教えてください。 

 質問番号７番です。 

 ３６ページ、市民課、証明書交付

等事業についてです。 

 窓口業務委託の内容と委託料に

ついて、教えてください。また、現

在の契約期間についてもお伺いし

ます。 

 質問番号８番です。 

 ３６ページ、市民課、個人番号カ

ード交付事業についてです。 

 マイナンバーカードの申請、交付

数、保有数及び率、また窓口留置数

や廃棄数、返納数についていつもお

聞きしております。今回もお聞きい

たしますので、教えてください。 

 また、口座や保険証の紐づけの数

についても分かれば教えてくださ

い。 

 質問番号９番です。 

 ４０ページ、文化スポーツ課、ス

ポーツ振興事業です。 

 地区市民体育祭の予算がなくな

り、自治振興課の地域活性化事業補

助金へ移されたということです。 

 摂津市内各地の地区市民体育祭

はこれまでどんな状況だったのか、
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教えてください。市がどのようなサ

ポートをしてきたのかも教えてい

ただきたいと思います。 

 質問番号１０番です。 

 ４２ページ、保健福祉課、戦没者

慰霊事業についてです。 

 前年と比べ４２万７，０００円の

減額となっていますが、その要因に

ついて教えてください。 

 質問番号１１番です。 

 ４４ページ、保健福祉課、地域福

祉計画推進事業です。 

 新たに、会計年度任用職員の人件

費が計上されていますが、何のため

のものか、教えてください。 

 質問番号１２番です。 

 ７０ページ、保健福祉課、成人健

康診査事業です。 

 今年３月８日の日曜日に、一津屋

の味生公民館で、２月１日に行われ

ました医療機関の団体である全日

本民主医療機関連合会によるＰＦ

ＡＳ血液検査の結果報告会が開か

れまして、私も参加してきました。 

 検査を受けられた方は全員で６

８人で、その内４１人が一津屋在住

の方でした。 

 検査結果の分析では、一津屋の方

ほど、また年齢が高いほど、ＰＦＯ

Ａの血液濃度が高い。アメリカの健

康指針となる２０ナノグラム・パ

ー・ミリリットルを超える方がたく

さんいらっしゃるということでし

た。 

 ダイキン工業周辺の方、排出され

たＰＦＯＡに長くさらされた方ほ

ど高いということでしょう。皆さん

の御心配はやはり健康への影響で

した。 

 摂津市は、ＰＦＯＡの血液検査は

しないが、市の検診を多くの人に受

けていただくことで病気の早期発

見・早期治療につなげたいと、この

間おっしゃっておられました。ＰＦ

ＯＡの影響があるとされている甲

状腺ホルモンの検査を市の検診に

加えることはできないのでしょう

か、お答えください。 

 質問番号１３番です。 

 ４６ページ、社会福祉法人介護特

例補助事業、高齢介護課に移ります。 

 これは唯一の介護保険利用料減

免の制度です。毎回、質問していま

すけれども、利用者は増加している

のでしょうか。利用者の推移につい

ても教えてください。また、周知方

法についてもお願いいたします。 

 質問番号１４番です。 

 ４８ページ、同じく高齢介護課、

高齢者日常生活支援事業です。 

 毎年、高齢者民間賃貸住宅家賃助

成費について、制度周知をしてほし

いと要望をしてまいりました。 

 現在、利用している世帯、また新

たに増えた世帯がありましたら、教

えてください。 

 質問番号１５番です。 

 ４８ページ、同じく高齢介護課、

ひとり暮らし高齢者等安全対策事

業です。 

 緊急通報装置について、対象者を

１００人から６００人へという目

標を以前、おっしゃっておられまし

た。現在の状況、そして周知方法に

ついても改めて教えてください。 

 質問番号１６番です。 

 ４８ページ、ひとり暮らし高齢者

等安全対策事業の中のライフサポ

ーター業務委託料です。 

 この業務内容、それからどの程度、
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高齢者を訪問されているのかなど

教えてください。 

 質問番号１７番です。 

 ４８ページ、介護予防・ふれあい

事業、高齢介護課、ふれあい入浴助

成補助金がございます。昨年度より

少し金額が増えていると思います

が、内容と利用者数を教えてくださ

い。 

 質問番号１８番です。 

 ５２ページ、障害福祉課、共同生

活援助事業です。 

 毎年予算計上されているんです

けど、２０２０年度以降、執行がさ

れていないように思います。事業の

内容について、教えてください。 

 質問番号１９番です。 

 ５４ページ、同じく障害福祉課、

障害者理解促進研修・啓発事業です。 

 全国手話言語市区長会負担金と

いう予算が計上されています。初め

てのことだと思いますけれども、こ

の内容について伺います。 

 質問番号２０番です。 

 ６６ページ、生活支援課、生活保

護事業です。 

 代表質問でも取り上げましたけ

れども、いのちのとりで裁判の画期

的な勝訴判決が出ました。 

 代表質問でも、厚生労働省からの

指示に基づいて対応していくとい

う御答弁がありましたけれども、具

体的にはどのようなことを行われ

るのか、教えてください。 

 質問番号２１番です。 

 ７４ページ、環境政策課、環境測

定・調査事業、地盤沈下１級水準測

量委託料について伺います。 

 ＪＲ東海新幹線基地での地下水

のくみ上げによる影響を見るもの

です。現在はどのような状況なのか

をお聞きいたします。 

 質問番号２２番です。 

 ７８ページ、環境業務課、ごみ収

集処理事業、家庭ごみ収集運搬委託

料についてです。 

 ごみ収集の方法について、外国人

への周知を行ってほしいと取り上

げてまいりましたけれども、現在で

はどのように行っておられるのか

をまずお聞きいたします。 

 質問番号２３番です。 

 ７８ページ、同じく環境業務課、

ごみ収集処理事業、広域処理運営費

負担金があります。 

 茨木市との広域処理の負担金が

少し減少しているようですが、なぜ

でしょうか。この際、負担金の計算

方法についても改めて御紹介くだ

さい。 

 質問番号２４番です。 

 ８０ページ、産業振興課、農業委

員会運営事業です。 

 農業委員の仕事とはどういうも

のなんでしょうか、教えてください。 

 質問番号２５番です。 

 ８４ページ、産業振興課、中小企

業金融対策事業があります。 

 摂津市の中小企業融資の実績件

数の推移についてお聞かせくださ

い。 

 質問番号２６番です。 

 ８４ページ、産業振興課、創業支

援事業です。 

 創業者に家賃を補助するという

事業もこの中に入っていると思い

ます。制度の内容、過去５年間の実

績について、お聞かせください。ま

た周知方法についても教えてくだ

さい。 
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 最後の質問、質問番号２７番です。 

 ８４ページ、企業立地等促進事業

です。 

 商工振興費の大きな部分を占め

る事業ですが、そのほとんどが大企

業への交付だとずっと指摘をして

きました。 

 ５年間の大企業と中小企業それ

ぞれの件数、金額、割合の推移につ

いて教えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わりま

す。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  それで

は質問番号１番、地域活性化事業補

助金の配分についての御質問にお

答え申し上げます。 

 まず、各地区への配分につきまし

ては先日の委員会でも申し上げま

したとおり、世帯数に応じた算定方

法を引き続き取り入れつつ、過去３

年間の補助金の実績も加味しなが

ら算定し、各校区へ配分いたします。 

 そして、その校区内においてそれ

ぞれの事業を行う中で、どの事業に

幾ら配分するかについては、その地

区内で決めていただくこととなり

ます。 

 仮に、これまで地区市民体育祭に

６０万円を充てていたとすれば、令

和８年度からは７０万円とか８０

万円に増やすこともできますし、５

０万円とか４０万円に減らして新

しい事業に充てるということも可

能でございます。 

 地区内において柔軟に事業が展

開できるようになったものと捉え

ております。 

 質問番号２番、正雀市民ルームの

修繕についての御質問でございま

す。 

 正雀市民ルーム３階ホールのク

ロスが一部破れているということ

は承知をしております。これにつき

ましては、壁に雨水が侵入してきた

ことが原因でございます。その雨漏

りが直接、壁からなのか、屋上から

壁を伝って侵入してきたのかとい

うのが特定できなかったというこ

とで、令和６年度に屋上の笠木の防

水工事を行っております。その上で、

令和７年度には外壁のシーリング

の打ち替え工事を行っておりまし

て、今月末で工事が完了する予定で

ございます。 

 ２年にわたりまして工事を行っ

ておりましたので、時間を要するこ

ととなりましたけれども、これで壁

への水の浸入がなくなったと思い

ますので、令和８年度はクロスの破

損部分の修繕を進めてまいりたい

と思っております。 

 同じく正雀市民ルームの洋式ト

イレの設置状況のお問いであった

かと思います。 

 正雀市民ルームのトイレにつき

ましては、１階から３階まで、男性

トイレ・女性トイレ合わせて１２基

の個室の便器があり、そのうち洋

式・和式が半々の６基ずつでござい

ます。 

 質問番号３番、（仮称）味生コミュ

ニティセンターが果たす役割とい

うことでございます。 

 コミュニティセンターは地域に

おける市民の交流と多様な活動の

場を提供するとともに、実際生活に

即する文化等に関する事業を行い、
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心豊かな地域社会の形成に寄与す

ることを目的に設置するものでご

ざいます。 

 （仮称）味生コミュニティセンタ

ーは、地域住民が誰でも気軽に立ち

寄り、交流し、学び、活動を行うこ

とができる地域の拠点として、協働

を推進する上で重要な役割を果た

すものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 それでは、市民課

に関わります５点の質問に御答弁

申し上げます。 

 質問番号４番、窓口での配慮、窓

口での関わり対応についてという

御質問でございます。 

 市民課におきましては、ＤＶ等支

援措置制度を設けております。この

支援措置制度はＤＶや虐待などの

被害者が加害者に住所を知られる

ことがないよう住民票や戸籍附票

の閲覧や写しの交付を制限する制

度でございます。 

 現在、市民課では各種届出窓口に

男女共同参画センター・ウィズせっ

つの御案内チラシを配布、配架して

おりまして、悩み事や困り事がある

場合の相談先の一つをお示しさせ

ていただいております。 

 また、住民異動の届出をされる全

ての方に対しまして、転出証明書の

有無や健康保険の加入、即日の住民

票交付の必要性等、様々な細々とし

た聞き取りを行っております。 

 その中で、住所を知られたくない

意向を申し出られたり転出届を出

されずに異動してきた旨をおっし

ゃられる方もいらっしゃいます。 

 また、前住所地におきまして支援

措置を受けていらっしゃった方に

関しましては、市町村連携も行って

おります。 

 質問番号５番、自衛隊に関するお

問いでございます。 

 まず名簿提供数でございますけ

れども、令和８年度分の概算数で１，

５２９名、令和７年度分が１，５４

２名、令和６年度分が１，５６９名、

令和５年度分が１，５７８名、令和

４年度分が１，６２１名となってお

ります。 

 次に、除外申請数でございますけ

れども、令和４年度から実施してお

りまして、令和４年度分が１４名、

令和５年度分が９名、令和６年度分

が９名、令和７年度分が７名、そし

て令和８年度分につきましては現

在、受付期間中でございますけれど

も、現在のところゼロ名となってお

ります。 

 次に、名簿提供であったり除外申

請についての周知についてでござ

います。 

 令和８年度提供分につきまして

は、昨年１１月１日から今年の３月

３１日までの５か月間を除外申請

の受付期間と設定いたしまして、従

来の期間よりも延長して受け付け

ているところでございます。 

 周知の方法といたしましては、ホ

ームページへの掲載のほか市役所

の窓口や公共施設にチラシを配架

するとともに、令和７年度提供分に

引き続きまして、ＪＲや阪急、モノ

レールの市内各駅にポスター掲示

を行っておるところでございます。 

 質問番号６番、戸籍振り仮名事業

についてでございます。 

 戸籍振り仮名事業につきまして



－9－ 

は令和７年５月２６日から令和８

年５月２５日までをその届出期間

としておりますけれども、本日現在

で窓口等での受付時に受理するか

どうか判断に迷ったという案件は

ございません。 

 また、御自身で振り仮名の変更の

届出を行った後に再度、振り仮名の

変更を行う場合に関しましては、本

来家庭裁判所の許可が必要となり

ますけれども、届出を御自身でせず

に戸籍に職権記載された振り仮名

につきましては、一度に限り家庭裁

判所の許可を得ずに市役所窓口に

おいて変更することが可能でござ

います。 

 質問番号７番、窓口委託について

でございます。 

 市民課においては現在、証明書等

交付事業におきまして窓口業務委

託を実施しております。 

 委託内容といたしましては、証明

書等交付業務、郵送請求処理業務、

印鑑登録業務、臨時運行許可業務、

パスポート発給業務、金銭管理業務

の６業務でございます。 

 現在の契約の委託期間は令和５

年度から令和９年度となっており

まして期間中の委託金額につきま

しては毎年度５，６１７万９，２０

０円となっております。 

 質問番号８番のマイナンバーカ

ードについてでございます。 

 令和８年１月末現在の各種業務

の数値についてでございますけれ

ども、まず申請数といたしましては、

これまで９万７，４１３件の申請を

受け付け、申請率は１１２．８％と

なっております。 

 次に交付数といたしましては、こ

れまで８万５，６８７枚を交付し、

交付率は９９．２％となっておりま

す。 

 次に、保有率につきましては７９．

５％となっております。保有率の算

出につきましては、交付枚数から亡

くなられた方の数であったり、有効

期限切れなどによって廃止された

カードの枚数を除いた数となって

おりまして、現在、有効であるマイ

ナンバーカードを持っている方の

割合となっております。 

 次に、留置き件数ですけれども２，

０６７枚でございます。 

 次に、マイナンバーカード廃棄状

況でございますが、令和３年度以降

は国通知に基づき廃棄はしており

ません。 

 次に、マイナンバーカードの返納

数でございます。死亡による御遺族

からの返還であったり外国籍の方

の国外転出などが主な原因となっ

ておりますけれども、６７枚となっ

ております。 

 最後に、紐づけの件数でございま

すけれども、健康保険証と紐付けた

件数が１０８件、金融口座と紐付け

た件数が１２件となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  ９番目

の御質問、地区市民体育祭のこれま

での状況についてお答えいたしま

す。 

 地区市民体育祭につきましては、

令和元年度までは天候による中止

はあっても全ての小学校区・地区で

実施の意向がございましたが、令和

２年度からは新型コロナウイルス

の影響により全ての地区市民体育
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祭が実施不可能となりまして、これ

が３年間続きました。 

 その後、コロナ禍を過ぎた後も理

由は様々でございますが、実施され

ない地区がございまして、令和７年

度は６地区での実施でございまし

た。 

 これまで文化スポーツ課から地

区の実行委員会へのサポートとい

たしましては、補助金交付の手続の

際に、補助金の使途や全体的な流れ

をほかの地区の事例も参考に助言

を行うほか、実施する企画の内容に

より関係機関への協力要請が必要

な際には仲介することもございま

した。 

 また、当日の運営についても職員

が来賓対応などの助言を行うなど、

地区市民体育祭が円滑に執り行え

るようサポートしてまいりました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  それでは保

健福祉課に係ります３点の御質問

にお答えいたします。 

 質問番号１０番、戦没者慰霊事業

の予算減額の要因についての御質

問にお答えいたします。 

 減額の要因といたしましては、戦

没者追悼式で設置をしております

祭壇の仕様の見直しを行ったこと

による減額となっております。 

 質問番号１１番、地域福祉計画推

進事業において、新たに計上してい

る会計年度任用職員の人件費等に

つきましては、令和８年度より新た

に開始いたします重層的支援体制

整備事業において、主に参加支援の

業務を行っていただく地域支援Ｃ

ＳＷを保健福祉課に配置すること

を目的とした予算となっておりま

す。 

 質問番号１２番、健康診断の検査

項目の中に甲状腺ホルモンの検査

等を追加することができないかと

いうお問いでございますが、食品安

全委員会の健康影響の評価におき

まして、甲状腺機能と甲状腺ホルモ

ンについてもＰＦＡＳとの関連に

ついて評価されておられますが、知

見が少なく結果に一貫性がないた

め影響があるとまでは言えないと

されており、また、環境省が策定し

ておりますＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに関

するＱＡ集でもＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ

の摂取が主たる要因と見られる個

人の健康被害が発生したという事

例は確認されていないとされてお

りますことから、市独自の検診を実

施する予定はございません。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  高齢介護課

５点でございます。 

 質問番号１３番、社会福祉法人介

護特例補助事業につきまして、こち

らは介護保険サービスの利用促進

を図ることを目的に、低所得者で一

定の要件を満たす生活困難な利用

者に介護保険サービスを提供する

社会福祉法人が利用者負担を４分

の１に軽減するものでございます。 

 利用者数の推移でございますが、

過去５年で令和６年度が８人、令和

５年度が８人、令和４年度が６人、

令和３年度が４人、令和２年度が４

人と増加傾向になっております。令

和７年度につきましては、令和８年

１月現在で１０人となっておりま

す。 
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 近年では、平成２７年度に市から

社会福祉法人に１件の支給を実施

しております。平成２８年度以降は

支給の実績はございませんでした

が、令和７年度におきまして特別養

護老人ホーム１件への支給に向け

て調整中でございます。 

 また、周知方法につきましては、

各社会福祉法人のホームページに

掲載をいただいているほか、事業所

のケアマネジャーや相談員から必

要に応じて御案内していただいて

おります。 

 市といたしましても、ホームペー

ジや市内の介護保険事業者ガイド

ブックに掲載のほか、本算定の決定

通知書に制度案内のチラシも同封

させていただいております。 

 また、広報せっつ、事業者の集団

指導等の機会を通じて、ケアマネジ

ャーに対して周知を行っていると

ころでございます。 

 質問番号１４番、高齢者日常生活

支援事業の高齢者民間賃貸住宅家

賃助成費についてでございます。 

 令和８年度は２４５件、３，１８

０万円を計上しておりまして、広報

せっつ令和７年８月号に掲載した

こともございまして、令和８年１月

末時点で３３件の新規件数、計２３

２件の利用となっております。 

 質問番号１５番、緊急通報装置に

つきまして、令和８年１月末現在で

１９３人、固定型１３８人、携帯型

５５人で、令和６年度末のサービス

利用者数１７６人、固定型１３９人、

携帯型３７人と比較して総数で１

７人の増加となっております。 

 令和５年度との比較では、１４４

人、固定型１３０人、携帯型１４人

に対して４９人増加している状況

となっております。 

 周知につきましては、ホームペー

ジや広報せっつ１０月号の特集ペ

ージに掲載したほか、ケアマネジャ

ーにも制度説明を行っており、利用

者の案内につないでいただいてい

る状況でございます。 

 質問番号１６番、ひとり暮らし高

齢者等安全対策事業、ライフサポー

ターでございます。 

 こちらは、ひとり暮らし高齢者等

へ訪問や電話による状況確認など

を実施する事業でございまして、社

会福祉協議会の訪問介護員の有資

格者５名で行っております。 

 令和６年度は、ひとり暮らし等登

録１，２２７人で訪問回数６，０９

６回、令和５年度と比べますと対象

者が８人、訪問回数１４回減少、７

５歳到達者訪問は１，０９４人、訪

問回数１，５０４回で令和５年度と

比較しまして対象者数が６０人、訪

問回数が７２回減少となっており

ます。 

 令和７年度は、令和８年１月末現

在でひとり暮らし等登録１，１７６

人で、訪問回数４，９０３回、７５

歳到達訪問は７２９人、訪問回数４

８２回となっております。 

 質問番号１７番、介護予防・ふれ

あい事業、ふれあい入浴助成補助金

についてでございます。 

 こちらは市内公衆浴場を高齢者

と児童の憩いの場とし、相互のふれ

あいを深めるとともに健康増進に

つなげることを目的に月１回、無料

入浴を実施する公衆浴場１か所に

補助をするものでございます。 

 令和６年度の利用実績は、高齢者
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が延べ８１３人、児童が延べ３４９

人、計１，１６２人となっておりま

して、令和５年度の高齢者９７３人、

児童２１０人、計１，１４７人に対

して高齢者が１２４人減少したも

のの児童は１３９人の増加となっ

ております。 

 令和７年度は、令和８年１月末現

在で高齢者が延べ６２０人、児童が

延べ２７３人、計８９３人の利用と

なっております。 

 令和７年度と比較しまして２万

８，０００円増額しております理由

につきましては、大阪府の公衆浴場

入浴料金が、これまで大人５２０円

であったところ、６００円に改定さ

れたことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  それでは

障害福祉に係ります２点の御質問

にお答えさせていただきます。 

 まず１８番、共同生活援助の問い

であったかと思います。 

 内容としましては、障害のある方

が住み慣れた地域で安心した生活

を引き続き行っていただけるよう

に、市内の社会福祉法人が地域にお

いて共同生活事業所を開設または

増設する障害グループホームに対

しまして、施設の整備費や備品購入

費等の一部を補助するものであり

ます。 

 質問番号１９番の全国手話言語

市区長会負担金についてのお問い

であったかと思います。 

 全国手話言語市区長会は２０１

６年に設立され、国に手話言語法、

情報コミュニケーション法の制定

を求め、聴覚障害者の自立と社会参

加の実現を目指すとともに、各自治

体における手話等の関連施策の情

報交換等を行うことを目的に設立

されました。 

 本市においても、施策に関する情

報交換を行うことで、手話言語の理

解、普及促進が今後もより進むよう、

令和７年の１月より加入しており

ます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号２

０番、生活保護制度の最高裁判決に

基づく具体的な対応について、お答

えいたします。 

 平成２５年から平成２７年にか

けて行われた生活扶助基準改定に

関する最高裁判決におきまして、当

時の基準改定に関する行政処分が

取り消されたことから、厚生労働省

から生活保護費の追加給付を行う

よう通知がなされております。 

 この追加給付につきましては、平

成２５年生活扶助基準改定で実施

した物価の変動に基づく水準調整

を消費実態に基づく水準調整に代

えることで生じる差額に相当する

額を給付するものでございます。 

 支給の時期につきましては、原告

の方と原告以外で生活保護受給中

の方、現在は生活保護は受けていな

い方の三つの標準的なスケジュー

ルが示されております。 

 本市におきましては、原告の方は

おりませんので、原告以外で生活保

護受給中の方と現在は生活保護を

受けていない方で申し上げますと、

生活保護受給中の方には自治体の

準備状況に応じて順次、支給を開始

するよう、生活保護を受けていない
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方は令和８年夏頃から申出を受け

付け、準備状況に応じて順次、支給

をするよう示されております。 

 現在、いつから追加給付ができる

のかをお示しできる状況ではござ

いませんが、今後システム改修や生

活保護費の追加給付額、またこの業

務に必要となるかもしれない業務

委託等を含めた予算につきまして、

改めて御提案させていただき御審

議いただいた上で、令和８年度中に

適切に支給事務を行ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  環境政策課

に係ります質問番号２１、地盤沈下

１級水準測量についての御質問に

お答えいたします。 

 地盤沈下１級水準測量は、委員か

らも紹介がありましたがＪＲ東海

の地下水くみ上げによる地盤沈降

の影響を調査するために実施して

おり、測定する水準点は国土地理院

の助言も参考にし、平成２９年度か

ら当該地下水のくみ上げの影響を

評価できる箇所を選定しておりま

す。 

 最新の結果は令和６年度となり

ますが、令和６年度の測定地点は太

中浄水場、鳥飼八町公園、鳥飼西小

学校、鳥飼北小学校、八幡宮、新幹

線鳥飼基地、味府神社、千里丘小学

校でございました。 

 令和５年度の測定結果と比較で

きる地点との分析では、環境省見解

の地盤沈下の注意を要する１年間

２センチを上回る沈降は見られて

おらず、また平成２９年度から毎年

実施しておりますけども、これまで

も注意を要する地盤沈下は見られ

ない結果でございます。 

 令和７年度の結果につきまして

は、現在、測定結果を集計中でござ

います。間もなく集計結果がまとま

る予定でございますので、集計が終

わり次第、議員の皆様にもお知らせ

したいと思っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号２

２番、ごみ収集処理事業に関わりま

す御質問にお答えいたします。 

 近年の外国人市民の増加につき

ましては、原課といたしましても認

識しているところでございます。そ

のため集合住宅のオーナーや管理

会社等から外国人の入居者に対す

るごみの分別を周知する方法につ

いての相談が寄せられることが増

えてきておりますことから、希望さ

れる方に外国人市民への分かりや

すい情報提供ガイドラインに沿っ

て、イラストを多用し作成した摂津

市の「ごみの分別ガイドやさしい日

本語版」や新聞・缶・瓶・ペットボ

トルなどのイラストをお渡しし、周

知に活用していただいております。 

 また、外国人市民自らがごみの分

別について電話で問合せをされる

ケースも見受けられます。その際に

は、時間をかけ丁寧な説明を行い、

ごみの分別について理解していた

だけるよう努めております。 

 質問番号２３番、広域処理運営費

負担金に係ります御質問にお答え

いたします。 

 昨年度より減額となった要因で

ございますが、茨木市に確認したと

ころ、主に薬品類と燃料費が減額さ
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れており、薬品類につきましては単

価が上昇しているものの令和６年

度の実績ベースでの査定、燃料費に

つきましては最近の値動きによる

査定であるとのことでございまし

た。 

 また、負担金算出の計算方法でご

ざいますが、廃棄物の処分に係る経

費のうち３３％を均等割、残りの６

７％をごみ量割の比率とし、均等割

とごみ量割を足すことで広域処理

運営費負担金を算出しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号２４番、農業委員会の仕事・役割

ということでございます。 

 これは農地を無秩序な開発行為

から守ることでございます。このた

め農地の転売・賃貸借の許可であり

ましたり農地転用案件への意見具

申、農地パトロールによる状況調査

などが主な仕事になります。 

 また次に、農業従事者の高齢化等

によりまして遊休農地を防ぐ、これ

も主な仕事の内容でございます。 

 このため農業の担い手への農地

の集約・集積化、新規農業参入者の

促進などにも取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  質問番号２

５番、中小企業金融対策事業におけ

ます市融資制度の令和７年度を含

む５年間の実績及び推移について

御説明させていただきます。 

 令和７年度につきましては、２月

末時点でございますが、申込み２０

件に対しまして実行１２件８，００

０万円で、５件は信用保証協会によ

る審査中でございます。令和６年度

は申込み２５件に対し、実行１８件

１億２７０万円、令和５年度は申込

み２４件に対し実行１８件９，１６

０万円、令和４年度は申込み１８件

に対し実行１５件７，４３５万円、

令和３年度は申込み７件に対し実

行７件２，５７０万円となっており

ます。 

 質問番号２６番、創業支援事業の

テナント賃借料補助制度につきま

して、その内容と過去５年間の実績

及び周知方法について御説明させ

ていただきます。 

 この補助制度につきましては、市

内で飲食店を創業しようとする方

または創業して５年を経過してい

ない方に対しましては、テナント賃

借料の２分の１、上限５万円、期間

としましては、６か月間、商店会等

の商業団体に加入する場合は１２

か月間補助を行うものでございま

す。 

 補助を受けていただくには、中小

企業経営改善コンサルタントの助

言を受けていただいて事業計画を

作成していただいております。 

 実績でございますが、令和７年度

につきましては現時点で３件、交付

決定をしておりまして３５万円の

補助となる見込みでございます。令

和６年度は２件６０万円、令和５年

度は３件で７９万３，２００円、令

和４年度は申請の実績がございま

せんでした。令和３年度につきまし

ては１件で３０万円でございまし

た。 

 周知方法につきましては、テナン

トの賃貸を行われております不動

産事業者で案内に協力していただ
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いているほか、毎年、実施しており

ます創業セミナー、創業支援セミナ

ーで周知をしております。 

 また、創業サポート総合相談窓口

でございます摂津市商工会やビジ

ネスサポートセンターで相談があ

った際には直接、案内を行っていた

だいております。 

 質問番号２７番、企業立地等促進

事業におけます５年間の大企業・中

小企業別件数、金額、割合でござい

ます。 

 令和７年度は、見込みでございま

す。大企業１０社２８件１億８，５

６２万２，４６５円で８４．８％、

中小企業１２社１５件で３，３３７

万７，５３５円で１５．２％。 

 令和６年度は、大企業１１社２９

件で２億１，６２２万８，５３６円

で８５．３％、中小企業１４社１６

件で、３，５５６万６，８８３円で、

１４．７％。 

 令和５年度は、大企業９社２７件

で１億６，２１６万７，８４５円で

８１．２％、中小企業１６社１６件

で３，７６４万７，４２９円で１８．

８％。 

 令和４年度は、大企業８社２７件

で１億５，４９３万５，０８９円で

９３．６％、中小企業１２社１３件

で１，０５８万７，８６５円で６．

４％。 

 令和３年度は、大企業９社２６件

で１億８，７７０万８，２４７円で

９６．２％、中小企業１０社１１件

で７４０万３，６７２円で３．８％

となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  それでは２回目

の質問をさせていただきます。 

 質問番号１番です。 

 地域活性化事業に地区市民体育

祭の分も含まれるということで全

体の枠は決まっているけれども、中

の配分は自由にできるというよう

な御答弁でございました。 

 例えば、私の住んでいる別府の地

域では、連合自治会と地区市民体育

祭実行委員会は全く別の組織で、こ

れまでは連合自治会に対して地区

市民体育祭実行委員会からは地区

市民体育祭への補助金について会

計報告もないという状態でありま

す。 

 補助金を受け取る窓口が一つに

なるということは、連合自治会が地

区市民体育祭の分まで受け取って、

使途の報告もまた連合自治会から

するというようなことに恐らくな

ると思うんですけれども、総額の範

囲ならそれぞれの事業ごとの補助

金の配分を変えられるということ

になるといろいろな問題がこれか

ら起きてくる可能性もあると思っ

ているんです。 

 どちらが予算を取るのかという

話が起こり得ると思ってます。 

お互いの使っている内容に対し

て、内容を指摘し合うような話が中

で出てきかねないなということが

あって、私はいろいろと懸念してお

ります。 

 そういう相談の窓口もこれから

は自治振興課が主体となっていた

だけるんだと思いますが、ぜひ市民

に混乱のないようしっかりと相談

に乗って対応していただくことを
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要望としておきますので、よろしく

お願いいたします。 

 質問番号２番です。 

 正雀市民ルームの管理について

でございます。 

 早期の修繕をぜひしてほしいと、

この間、言ってきたわけですけれど

も、クロス修繕に入る前のいろいろ

な修繕が必要だったということで

ございます。ようやくクロス修繕に

これから取り組んでいってくださ

ることと思いますので、やはり市民

の方が喜んでいただけるような修

繕を早くやっていただけたらと思

いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 洋式トイレの問題ですが、１２基

の個室のうち、洋式は６基だという

ことですけれども、男性トイレと女

性トイレを分けると、女性のトイレ

に１基しかありません。特に３階は

ホールですのでたくさん人がいら

っしゃると、すごく混雑してしまう

ということもありまして、高齢者の

方の利用も非常に多いホールです

ので、ぜひトイレの洋式化も早く進

めていただきたいと思います。これ

も要望としておきますので、よろし

くお願いいたします。 

 質問番号３番です。 

 コミュニティセンター管理事業

です。 

 今、まちづくりに果たす役割とい

うことでおっしゃっていただきま

して、重要な役割になっていると思

っています。協働のまちづくりを推

進する拠点となるところだと思う

んですけれども、この民生常任委員

会において、別府コミュニティセン

ターの稼働率が非常に低いという

ことが何度も他の委員からも取り

上げられてまいりましたが、この別

府コミュニティセンターも協働の

まちづくりの別府地域の拠点とな

る重要な施設だと思いますが、稼働

率を上げるためにどういうことを

お考えなのか、お聞かせください。 

 質問番号４番です。 

 市民課の窓口で様々な配慮をし

ていただき、いろいろ聞き取りをす

る中で、最初からの相談ではなくて

も、どのような相談窓口がよいか、

またどのような支援が必要かを考

えて支援につないでいただいてい

るということは、非常に重要な役割

を果たしていただいてると思いま

す。私が同行した相談者の方も、市

民課ですごく丁寧に対応をしてい

ただいたと喜ばれておりました。 

 実務を効率的に行うということ

は私たちも非常に重要なことだと

思っているんですけれども、それと

同時に市民の方に対してしっかり

相談に乗っていくこともやらない

といけないと思っています。 

 ただ、この間、ＢＰＲワーキング

グループというのが立ち上げられ

て、実務の効率化の推進が図られて

いってるんだと思うんですけれど

も、これからどうやっていくかとい

うことが考えられていると思いま

す。 

 市民課もそこに関わっておられ

ると思うんですけれども、相談と窓

口での実務が全く分かれていると、

支援が必要な方を見逃してしまう

ということが起こってくるんでは

ないかと少し危惧しています。 

 このＢＰＲワーキンググループ

における市民課の関わり方につい
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て、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 質問番号５番です。 

 住民基本台帳事務事業、自衛隊へ

の名簿提供のことです。 

 除外申請制度の周知をずっと拡

大して図っていただいている、その

努力は非常に評価をしているんで

すけれども、残念ながら効果がなか

なか上がっておらず、申請していた

だく方の数が少ない、今回はゼロだ

ということもございました。 

 まず、御本人が対象者が自分だと

いうことが分からなければ、幾ら周

りでそういう情報があったとして

も、申請しようということにならな

いというのがやはり問題だと思い

ます。 

 最初に除外申請制度をスタート

したときは、私も一生懸命、周りの

人に言ったりしましたし、ママ友さ

んの間でその情報が広がって、それ

で除外申請が何人か出てきたとい

うようなお話を委員会でも聞いた

ことがあります。 

 やはり自分の子供、または自分自

身がその対象者なんだと分かると、

申請するものではないかと思いま

す。 

 戸別に通知を送るということも

何回も要望してますけど、いよいよ

開始すべきじゃないのかと思うん

ですが、そのことについてお答えく

ださい。 

 質問番号６番です。 

 戸籍に振り仮名を登録すること

についてです。 

 今までに複雑な案件や迷った案

件はなかったというお話でござい

ました。届出期間が過ぎても一度だ

けは市役所で変更可能というお話

だったと思います。 

 今後、新たに生まれた子供のお名

前や振り仮名が戸籍に登録される

ことになっていくと思います。その

ときにいわゆるキラキラネームで

一般的には読めない読み方だった

場合はどうなるのでしょうか。市町

村に判断が求められているのでし

ょうか、判断の基準というのがあれ

ば教えてください。 

 質問番号７番です。 

 証明書交付事業です。 

 窓口の業務委託料が毎回、契約ご

とに値上がりをしてきたことを指

摘してまいりました。当初のときか

ら比べると契約料が約２倍に膨れ

上がってます。 

 窓口業務の委託開始が始まった

ときは、職員が業務に当たるよりも

経費節減になるんだという御説明

も行われていたわけですけれども、

職員の給与は２倍には増えていま

せん。窓口業務委託が経済的効果が

あるのかということについて、今、

立ち止まって考えていかなければ

いけないのではないかと思ってま

す。 

 お金の問題だけではなくて、やは

り市民課の窓口というのは、特に災

害時に非常に重要な場所になって

まいります。証明書の発行窓口とい

うのは非常にたくさんの方が来ら

れ、証明書発行をしていかないとい

けない実務があると思うんですけ

れども、今の委託業者との契約書の

内容で、どのようになっているのか、

教えていただきたいと思います。 

 質問番号８番の個人番号カード

交付事業です。 
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 マイナンバーカード、交付率、交

付数が非常に上がってきたという

ことで九十何％みたいな数字が出

てました。 

 ただし、保有率は７９．５％とい

うことで、交付される数は多かった

けれども、これは累積ですからそう

いうふうになっていきますけれど

も、途中で亡くなられたり転出され

たり返納されたりいろいろな形で

１回は持ったけど、もう持ってない

というふうな方も増えてくる中で

保有率は７９．５％ということでご

ざいました。 

 マイナンバーカードは５年間で

電子申請の更新、１０年でカードの

更新、対象者が今、多数になってい

るという報道もあります。政府はポ

イント還元などの誘導策や、また保

険証廃止など事実上の強制でカー

ドを国民全体に持たせようとしま

したけれども、やはりそれは１０

０％にまではいかないということ

だと思います。便利どころか国民に

も基礎自治体にも混乱と負担を広

げていると思います。職員の皆さん

も、肉体的にも精神的にも大変疲弊

されているというふうに思います。 

 更新の手続に対しては丁寧に対

応していただいて、マイナンバーカ

ードは強制ではないということも

しっかりと伝えていただくよう要

望いたします。 

 政府に対して、現場から強制的な

施策は止めるようにということも

しっかりと伝えていただきたいと

要望しておきます。 

 質問番号９番です。 

 スポーツ振興事業の中から地区

市民体育祭の予算はなくなりまし

たけれども、これまで地区市民体育

祭のサポート、いろいろとしていた

だいてきたと思います。その経験を

自治振興課とも共有をして、自治振

興課に窓口が移ったから終わりで

はなく、市民が活発な地域活動を検

証・発展できるように、課を越えて

協力していただくように、ぜひとも

お願いしたいと思います。要望です。 

 質問番号１０番です。 

 戦没者慰霊事業についてです。 

 ４２万７，０００円の減額は祭壇

の使用の見直しということでござ

いました。先日、摂津市遺族会から

会を解散するというお知らせがあ

りました。 

 市として、今後の戦没者追悼式を

継続していかれるのか、お問いをし

たいと思います。 

 質問番号１１番です。 

 地域福祉計画推進事業です。 

 新たな会計年度任用職員の人件

費はＣＳＷということで、重層的支

援体制整備事業における地域支援

ＣＳＷの配置ということでござい

ました。 

 その具体的な業務内容がどうい

うようなものなのか、お尋ねしたい

と思います。 

 質問番号１２番です。成人健康診

査事業、保健福祉課です。 

 甲状腺ホルモンの検診はできま

せんというお答えだったんですけ

れども、ぜひ検診項目に加えていた

だきたいと思います。 

皆さんは非常に不安をお持ちで

す。先日の代表質問で精巣がんや腎

がんなどの罹患率について、大阪国

際がんセンターに分析を依頼し大

阪府全体と比較した結果、摂津市に
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特異的な状況は見られず、その内容

をホームページに掲載したという

御答弁がありました。 

 これについて２０２５年第４回

定例会で保健福祉部長から、本市に

おける精巣がんや腎がんとＰＦＯ

Ａとの関連を示したものではない

と、ＰＦＯＳと関連して載せてるわ

けじゃなくて、摂津市の実態として

掲載しているという御答弁があっ

たと思いますけれども、そのことに

対して、変わりがないのか、再度、

お伺いしたいと思います。 

 質問番号１３番です。 

 社会福祉法人介護特例補助事業、

何度も言ってますけれども、介護保

険唯一の介護保険利用料減免とい

うことでございます。 

 大阪社会保障推進協議会の資料

によりますと、２０２５年３月末の

データでございますが、吹田市では

７３件、豊中市は６５件、高槻市が

４４件、茨木市は２８件、池田市が

１４件、箕面市は摂津市よりも少な

くて３件ですけれども、他市でも利

用が広がっていると思いますので、

利用の対象者はたくさんいらっし

ゃると思うんですね。経済的な理由

で介護サービスの利用を控えると、

重症化が進んでしまいかねない問

題ですので、ぜひこの周知について

頑張っていただきたいと思います。

これは要望としておきます。 

 質問番号１４番、高齢者日常生活

支援事業です。５万円の家賃補助の

上限引上げについて、何遍も要望し

てまいりました。公営住宅も含めて

平均額を出しておられますけど、や

はり府営住宅、市営住宅はほかのと

ころと比べて非常に低いです。そこ

にみんな入れたらいいですけれど

も、もちろん全員入れるわけじゃな

い、抽せんで何遍も何遍も申し込ん

でるのに外れたと言ってはる方も

たくさんいらっしゃる中ですから、

ぜひ今、家賃が高騰して値上がりに

なったとか、古いお家が建て替えに

なって、次に行くところを探したら

安い値段のところがないとか、いろ

いろ市民の皆さんも困っておられ

ますので、ぜひともこの物価高の折、

家賃の上限の引上げ、支給額につい

ても御検討をいただきたいと思い

ます。 

 家賃の質問はこれで終わるんで

すけれども、加齢性難聴補聴器購入

補助金についてですが、これも高齢

者の日常生活にとって非常に重要

なものだと思いますけれども、令和

７年第３回本会議において、市民か

ら請願が提出され、全会一致で可決

をしました。 

 これは本当に重く受け止めても

らわなければ非常に困ります。やは

り市民からの願い、そして市議会か

らの願いが今、市に託されているわ

けです。この制度の意義は認識され

ていると思っているんですけれど

も、これまでどのような取組をされ

てきたのかを伺いたいと思います。 

 質問番号１５番、ひとり暮らし高

齢者等安全対策事業の緊急通報装

置です。 

 周知もいろいろしていただきま

した。６００人はまだ先ですけれど

も、利用が増えてきたことについて

は評価をしたいと思ってます。やは

り命を守る制度ですので、もっとし

っかり周知をしてぜひお願いした

いと思います。これは、敬老祝金を
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廃止したシフト先とされたもので

すけれども、言っていた金額に達し

ておりません。さらにこの事業の拡

大自体が医療や介護の軽減につな

がるという制度です。 

 ビルドアンドスクラップとかシ

フトとか、そういう考え方自体が私

は間違ってると思ってます。高齢者

の皆さんを支える制度というのは、

それはやはり介護の重症化予防で

あったりいきいきと元気に社会に

参加していただける期間を長く持

っていただくということで、市にと

っても先行投資といいますか、こう

いうことにしっかりお金を使うこ

とが結局、医療費や介護費用の削減

をすることに最終的にはつながっ

ていくということになると思いま

すので、ぜひこれからも高齢者の日

常生活を支援して、元気で長生きし

ていただくために、しっかり取り組

んでいただくことを要望といたし

ます。 

 続きまして、質問番号１６番です。 

 ひとり暮らし高齢者等安全対策

事業のライフサポーターの業務内

容等について教えていただきまし

た。 

 ７５歳のときにはライフサポー

ターが回ってきていただいている

というのは私もお聞きしています。

皆さん非常にそうやって気にかけ

ていただくのはうれしいとおっし

ゃっています。そのときに一人暮ら

しだった方は、その後も定期的にラ

イフサポーターが来てくれて、自分

がいてないときでも、少しお手紙を

入れてもらったりいろいろしてい

ると聞いております。安否確認にも

つながっていると思います。 

 ただ、この頃高齢化ということで

皆さん７５歳だとまだ一人暮らし

になっておられない、ちゃんと御夫

婦そろっておられるというところ

が多いんです。 

 ところが、いつまでもそうではな

いわけで、やはりその後に一人暮ら

しになられるという場合が非常に

多いと思っております。 

 そうなって一人暮らしになると、

今度は自ら手を挙げないとライフ

サポーターに回って来ていただく

ことができないと聞いてます。 

 ８０歳以上など訪問対象を増や

すべきではないのかと思いますが、

そのお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

 質問番号１７番です。 

 介護予防・ふれあい事業です。 

 子供が増えているというのは非

常にうれしい話ですね。町の銭湯が、

本当になくなってしまって摂津市

にはもう１件しかございません。他

市でも銭湯がどんどん減少してな

かなか銭湯に行けないという方々

がたくさんいらっしゃいます。ぜひ

ふれあい入浴や高齢者交流入浴、こ

れ両方とも事業の周知と、それから

実施日数や実施施設などの拡充を

お願いしたいと思います。また、「や

っているのは聞いてもそんなに遠

いところまで行かれへんねん」とお

っしゃる方もたくさんいらっしゃ

います。バスの改善の話も今、摂津

市で取り組んでおられますので、ぜ

ひ足の確保というのも御相談いた

だきながら考えていっていただき

たいと思います。「銭湯に行かなく

てもお家にちゃんとお風呂がある

やん」という話がよく出るんですけ
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れども、今、高齢者の中でお家のお

風呂じゃなくて銭湯にわざわざ行

くという方もいらっしゃいます。以

前にも委員会で話しましたけれど

も、「家で一人でお風呂に入っとっ

たら何が起こるか分からへん。お風

呂屋さんの中でとか、みんながいて

るところでやったら、何かあったと

きの対応もしてもらえるやろう」と

いう御意見もありました。男性の方

って、一人暮らしになるとなかなか

外に出て、ほかの方と一緒にお話し

するとか、つどい場があるから来て

くださいと言ってもなかなか来な

いんですけれども、銭湯だと行かれ

るとお聞きします。そこで少しいろ

いろお話ししたりとか、そういうこ

ともされるということで、やはり高

齢者の皆さんのいきいきと元気な

生活を支えるという意味でも非常

に重要な面だと思います。 

 市内唯一の銭湯です。大変な物価

高騰の中ですので、高齢介護課だけ

でなくて公衆衛生の面からも、そし

てまた産業振興の面からも、ぜひこ

の施設を支えていっていただきた

いと思いますので、これも要望とし

ておきます。 

 質問番号１８番、共同生活援助事

業、グループホームのことでござい

ます。 

 現在、グループホームというのは、

摂津市内にどれぐらいあるのでし

ょうか。 

 またグループホームに入所され

ている市民の人数、これについても

教えていただきたいと思います。 

 質問番号１９番です。 

 全国手話言語市区長会というの

に新たに入って情報交換などもし

ていきたいというお話でございま

した。市主催の講演会で手話通訳を

つけられるということもあると思

うんですけども、聴覚障害の方に対

してこういう通訳の方を見つけて

いくなど、いろいろな形で障害福祉

課として何か取組を行っておられ

るのかについて、伺いたいと思いま

す。 

 質問番号２０番です。 

 生活保護事業で、いのちのとりで

裁判の判決にそれが基づいた在り

方なのかというところでは、必ずし

も全国の皆さんからは「これでよか

ったとはなってないと私は聞いて

おりますが、それでも何かしらの対

応を政府が行うということは、これ

は一歩前進であると捉えておりま

す。 

 原告の方が摂津市に実際、おられ

たんですけれども、お亡くなりにな

られましたので、今は市内に原告の

方はいらっしゃらないということ

でございます。 

 それでは、それ以外の方について

は、今、支給をしていくんだという

お話でございましたけれども、どう

いう支給になるのか具体的に教え

ていただけたらなと思います。 

 モデルケースとして、単身の方、

それから母子世帯、高齢御夫婦、こ

ういう３つのモデルケースについ

て、どのようになるのかが分かれば、

教えていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 質問番号２１番です。 

 環境測定・調査事業、地盤沈下１

級水準測量です。 

 令和６年度のものが今は最新で、

これから新しいのがまた出てくる
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ということでございますね、注目し

ていきたいと思ってます。 

 ＪＲ東海の地下水くみ上げ量に

ついて、摂津市は裁判もしたわけで

すけれども、１年間で最大のくみ上

げ量は２７万トンということでご

ざいます。これは裁判の結果、くみ

上げ量を１日ここまでとしっかり

決めさせることができたので、１年

間の全部最大限までくみ上げられ

たとしても２７万トン以上のくみ

上げは行えないと今なっています。 

 ＪＲのホームページでも状況を

アップされてます。この日は全部く

み上げ量最大まで行きましたとか、

この日は行ってませんみたいなも

のが見えるようにホームページで

出しておられます。 

 ところが、ダイキン工業の新規の

井戸の申請は年間で３４万トンの

計画を出されていますが、これを摂

津市はお認めになっています。 

 周辺地域の皆さんは地盤沈下に

ついて大変心配をされています。大

量の地下水くみ上げを認めたとい

う責任は、摂津市にあるわけです。

条例にある市長が認めるときとい

うことで認められた。本来は地下水

くみ上げはしてはいけないという

ことですが、特別に認められた。 

 この責任からすると、せめてくみ

上げ量を随時、報告させてください。

１年間たってからではなくて、やは

り毎回、毎回「今、これだけですよ」

と。 

 この前の、私の一般質問について

は、そこまでの量をくみ上げておら

れないようですというお話も聞き

ましたが、やはり市民の皆さんが分

かる形でやっていただくというこ

とが重要だと思います。 

 随時くみ上げ量を報告をさせる

ということが必要ではないかと思

いますが、そのことについて、お考

えをお聞かせください。 

 質問番号２２番、ごみ収集処理事

業でございます。 

 やはり、やさしい日本語ではなか

なか伝わらないと思います。 

 市民課の方にもお聞きしました

けども、実際に窓口にいらっしゃる

ので、ポケトークとかスマホで外国

人の方とやり取りをしますという

お話を聞いたんですけど、ごみの収

集は顔を合わせない。先ほどの答弁

のようにお問合せ連絡が環境業務

課に入ればいいですけど、そうでな

かったら顔を合わせないというこ

とになるので、やさしい日本語だけ

では、少しフォローが足りないので

はないのかなと思うんですけども、

今後どういうふうにされるのか、お

考えをお聞きしたいと思います。 

 質問番号２３番です。 

 ごみの収集処理事業です。 

 茨木市との広域処理の負担金、計

算方式についても教えてもらいま

した。 

 薬品類と燃料費が減になってい

るというお話で今回は減額でスタ

ートということでした。何か不思議

な感じがするんですけれども、ごみ

が減量されていることがそういう

ことに影響しているのかなと思う

んですけれども、これから燃料費高

騰ということも言われていますの

で非常に心配が広がります。 

 以前は当初予算のときに、茨木市

との額が違うという問題もありま

した。現在はそのようなことはない
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と思いますけれども、これからもし

っかりと茨木市とコミュニケーシ

ョンを取っていただいて、議会にも

きちんとその状況を都度、説明をし

ていただきますよう要望といたし

ます。 

 質問番号２４番です。 

 農業委員会運営事業です。 

 農業委員は農地を守るという仕

事をされているということでござ

います。 

 農業委員の方からＰＦＯＡの影

響について心配しているという御

意見をお聞きしております。 

 ３月４日の代表質問が行われた

答弁で、農林水産省の農畜産物の実

態調査を引いて御答弁をされてお

られました。 

 この２０２４年度の実態調査、農

林水産省のホームページでも紹介

されています。摂津市のホームペー

ジからもここにアクセスができる

ようになっています。食品中のＰＦ

ＡＳのＱ＆Ａというページもござ

います。 

 ここで、ＰＦＡＳに関し「国内で

流通している食品を食べても大丈

夫ですか」という問いがあるんです

けれども、この農林水産省の答えと

いうのはどういう形になっている

のか、御紹介ください。 

 質問番号２５番です。 

 中小企業金融対策事業です。 

 コロナ融資を国が行っていたと

きには利用が落ち込んだというこ

とでございましたが、その後、回復

しコロナ前に近づいているという

昨年の御答弁でした。 

 しかし、また今は少し伸び悩んで

いるのかという気がいたします。日

本共産党の代表質問でも紹介しま

したが、大変な物価高騰で中小企業

の倒産・廃業が今、広がっています。 

 そういう中で、融資を受ける体力

も、なくなっている状況ではないか

と思います。ぜひ府内トップクラス

の摂津市の融資制度ですので、これ

をしっかり周知して、利用促進も図

っていただきたいと思います。大変

な中小業者の営業実態をしっかり

つかんでいただいて、寄り添った対

応をお願いして、この質問は要望と

しておきます。 

 質問番号２６番です。 

 創業支援事業です。 

 私はこの創業支援の制度、特に店

舗を借りるところに対しての家賃

補助なんかは非常にすばらしい制

度だと思ってます。 

 最初は、創業の人だけで、これか

ら始める人だけなんやと言ってま

したけれども、創業してから５年以

内の方が受けられるということ、そ

れも努力していただいたと思って

います。 

 実績は少ないんですけれども、受

けられた方は大変喜ばれたという

お声も実際に聞いております。ぜひ

実績を増やしてほしいと思ってい

ます。 

 物価高の中ですので、創業から５

年だけと言わずに５年以上営業し

ているところにも家賃補助の制度

を拡充していただき、これは創業支

援とは違ってきますけれども、新た

に、ぜひつくってほしいと思います。

また、飲食店だけではなくて、ほか

の業種にも広げていただきたいと

要望します。 

 また家賃補助だけではなくて固
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定費、それから住宅店舗リフォーム

助成制度についても、ぜひしっかり

と支えていただきますよう要望と

します。 

 最後に、質問番号２７番、企業立

地等促進事業でございます。 

 毎回、聞いているわけですけど、

大企業と中小企業の割合は、大体８

割から９割が大企業というのが定

着してきております。中小企業の利

用といっても十数社だということ

も定着をしてきているのかと思い

ます。 

 今回、条例でもう少し詳しくお聞

きしようと思ってるんですけれど、

中小企業の利用拡大のために条例

の内容を変更するとおっしゃって

います。 

 今年度の予算ではその分を見込

まれているのかということについ

て、教えていただきたいと思います。

ぜひそのことについては教えてく

ださい。よろしくお願いいたします。 

 以上で、２回目の質問を終わりま

す。 

○光好博幸委員長  質問は全てで

１７件です。若干、関連質問等あっ

たかと思いますので、その辺りは可

能な範囲でお答えいただければと

思います。 

答弁を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  それで

は質問番号３番、別府コミュニティ

センターの稼働率を上げるために

どう考えているのかというお問い

でございました。 

 コミュニティセンターの稼働率

を上げるには、やはり地域における

住民や団体の多様な活動を活発化

させていくことが重要であると考

えております。 

 別府コミュニティセンターにお

きましては、オープン当初からコミ

センまつりだとか各種講座など多

様な催しを実施しておりますが、令

和に入ってからは地域との連携を

強化するために、地元自治会とタイ

アップしてコミセンあおぞら市や

ハロウィンパーティーなども実施

しております。 

 また、地域の団体の活動機会の確

保とその活動を支援するため、コミ

ュニティセンターのエントランス

を利用しての事業提案も受け付け

ております。カフェや音楽演奏だと

か絵本の読み聞かせ、こういったも

のにエントランスを御利用いただ

いております。 

 さらには、令和８年２月、先月で

すけれども、別府コミュニティセン

ターでは初めての試みとして、市民

活動促進と活発化のための講座を

実施いたしました。 

 市民活動に関心はありながらも

具体的な一歩を踏み出せない方々

を主な対象に、「別府コミセンから

始める！！楽しみ×地域活動」と題

しまして、３回連続講座で行ってお

ります。 

 このように、地道ではありますけ

れども、地域住民や団体の市民活動、

地域活動を促進していくことで、コ

ミュニティセンターがより活用さ

れ、稼働率の向上につながっていく

ものと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長  それでは市民課

に係ります４点の御質問に御答弁



－25－ 

申し上げます。 

 質問番号４番でございます。 

 ＢＰＲワーキンググループの中

での市民課の役割についてでござ

います。 

 現在、庁内ワーキンググループの

中で窓口職場の課が集まりまして、

窓口業務フローの課題分析を行っ

ているところでございます。 

 このワーキンググループの中で

は、各課におきましてどのような申

請書類があるのか、また、ある手続

においてどの部署でどのような申

請書や届出書を記入していただい

ているのか、そしてそれらの手続に

かかる時間はどれぐらいかかるの

かというようなところを見える化

しているところでございます。 

 市民課におきましては、市民の来

庁が最も多く手続も多岐にわたる

ため、市の手続における入り口的な

役割を担っていると認識をしてお

りますので、何をどのようにするこ

とが利便性を高め、また業務の効率

化につながるのかというところを

窓口の現状を踏まえまして、業務の

点検を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 質問番号５番、自衛隊についてで

ございます。 

 個別通知にしてはどうかという

お問いでございましたけれども、本

市の名簿提供に関しましては、住民

基本台帳法及び自衛隊法を根拠と

して実施しているものでございま

して、適法に実施しているものであ

ると認識しております。 

 また、この法令に基づく情報提供

につきまして、個別通知を義務づけ

る規定というものは存在をしてい

ないところでございます。 

 ただ、本市では自衛隊への名簿提

供を望まない方への配慮といたし

まして、令和４年度より除外申請制

度を設け、広報等を通じて広く周知

をしているところでございます。 

 質問番号６番、戸籍振り仮名事業

についてでございます。市町村で判

断できないような振り仮名の届出

があった場合に関しましては、管轄

の法務局に対しまして、受理をして

いいかどうか照会をかけることに

なります。市の窓口での判断基準で

ございますけれども、例えば、太郎

と書いて、ジョージ・マイケルと読

ますような名前であったり、鈴木と

書いてサトウと読ますようなもの

につきましては、社会を混乱させる

ものとして認められない方向でご

ざいます。 

 また、差別的であったり、卑わい

であったり、反社会的な読み方に関

しましても、同じく認められない方

向でございます。 

 これらの内容が示された通達が、

昨年３月に法務省より出されてお

りまして、窓口受付時において、参

考としているところでございます。 

 質問番号７番の窓口委託の現在

の契約内容についてでございます。 

災害時等の不可抗力につきまし

ては、契約書内で「地震、火災、洪

水、疫病、天変地異、その他当事者

の合理的支配を超える不可抗力に

より、契約の全部または一部の義務

の履行が不能となった場合、可能な

限り、速やかに相手方、当事者にそ

の事象を報告する」とうたっており

ます。 

 また、その不可抗力事由が継続し
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ている間は免責となりまして、「不

可抗力事由が相当期間継続し、契約

の目的を達成することができない

と判断した場合は、相手方との協議

の上、本契約の全部または一部を解

除できる」とうたっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長 それでは、保

健福祉課の御質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号１０番、戦没者追悼式に

ついての御質問でございますが、戦

没者追悼式は、先の大戦で命を落と

された戦没者に対し、追悼の誠をさ

さげるとともに、恒久平和を誓うこ

とを目的として開催しております。 

 戦没者とは、戦地で戦闘に従事し、

亡くなられた方々のみならず、国内

での空襲や戦闘によって犠牲とな

った方々も含む、戦争による犠牲者

全員を指すものと考えております。 

 そのため、このたびの遺族会の解

散に伴いましても、現段階で、直ち

に戦没者追悼式を終了するという

予定はございません。 

 質問番号１１番、地域支援ＣＳＷ

の具体的な業務についての御質問

でございますが、地域支援ＣＳＷは、

社会福祉士、精神保健福祉士、介護

支援専門員のいずれかの資格を有

する専門職を想定しております。 

 その役割は、各関係機関の相談窓

口やアウトリーチ活動を通じて把

握をした要支援者と、面談等を通じ

て信頼関係を構築しながら、その方

が必要とする支援内容を確認し、要

支援者が望む社会復帰の形をしっ

かりと伺い、それを基に支援を進め

るという役割を担ってまいります。 

 さらに、重層的支援体制整備事業

の中の事業である、地域づくり事業

で開拓された居場所や支援団体、民

間事業者等と支援者をつなげ、社会

活動への参加を支援してまいりま

す。その後も、継続的なフォローを

行いながら、要支援者が社会復帰を

果たすまで伴走し、その過程で必要

に応じた適切な支援を提供してま

いりたいと考えております。 

 質問番号１２番、ＰＦＯＡと大阪

国際がんセンターの分析結果につ

いての御質問でございますが、現在

におきましても、国においてＰＦＡ

Ｓの健康影響に関する知見の集積

が進められている段階であり、まだ

明らかでないことが多い状況でご

ざいます。このため市のホームペー

ジに掲載した精巣がんや腎がんの

罹患状況に関する分析結果をもっ

て、本市における精巣がんや腎がん

とＰＦＯＡの関連を示すものでは

ないと考えております。ホームペー

ジに掲載された分析や大阪国際が

んセンターの見解につきましては、

環境省から示された通知に基づき、

本市の健康状況の現状を把握し、事

実として市民に周知したものであ

り、現段階で１２月時点での考えか

らの変更はございません。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

４番、加齢性難聴者に対する補聴器

購入助成制度についてでございま

す。 

 こちらにつきましては、補聴器相

談医や認定補聴器技能者の確保と

いった点が課題でございまして、こ

のような点も踏まえながら、北摂７
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市３町で構成する北摂課長会の中

で、加齢性難聴者に対する助成制度

の考え方、また、課題や各市の今後

の方向性について意見交換を行っ

ているところでございます。 

 そのような中で、聞こえの問題に

つきましては、難聴高齢者の早期発

見、適切な介入が重要と考えており

まして、自身の聴力の変化に自ら気

づき、適切な受診につなげるための

セルフチェックの仕組みづくりや

専門的なリハビリ支援など、コミュ

ニケーションの円滑化という観点

から、言語聴覚士などの専門職と連

携した対応策を研究していく予定

としております。 

 質問番号１６番、ライフサポータ

ーについてでございます。 

 こちらにつきましては、現在実施

しております７５歳到達者訪問を、

単なる１回限りの情報提供の場で

はなく、配偶者との死別など、環境

が変わった際に、自ら助けを求めら

れる関係性をあらかじめつくって

おくことが重要と考えております。

今後、高齢化が進展していく中、ラ

イフサポーターによる訪問のみで

は、多様なニーズや環境変化に全て

対応することは困難であるとも考

えておりますので、重層的支援体制

整備事業の取組も通じて、効果的な

対応策について検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  それでは、

障害福祉課に係ります２点の２回

目の御質問にお答えさせていただ

きます。 

 １点目、現在の市内のグループホ

ームの数ですが、共同生活援助を提

供する事業所については、市で把握

している施設としては１９施設ご

ざいます。 

 摂津市が援護している障害者が

利用されているという人数ですが、

１月の利用実績でいきますと、市内

のグループホームの入所者が５９

人、住所地特例等での市外のグルー

プホームの入所者が５１人であり

ます。 

 ２点目、聴覚障害者の方に対して、

障害福祉課として、どういったこと

に取り組んでいるかという御質問

だったかと思います。障害福祉課と

しましては、聴覚、言語機能、音声

機能障害、その他の障害のために、

意思疎通を図ることに支障がある

聴覚障害者等に、手話通訳により意

思疎通を支援する手話奉仕員の派

遣を実施しております。 

 予算としては、地域生活支援事業

の報償金として、予算計上をしてお

ります。 

 手話奉仕員の派遣の要件として

は、公的機関等に届出をする場合で

すとか、公的機関に相談をする場合、

医療機関に受診・相談する場合など

が該当してきます。 

 また、聴覚障害者への理解・関心

を深め、手話技術の習得を通じて、

聴覚障害者の自立と社会参加を支

援するコミュニケーションのかけ

橋となる人材である手話奉仕員を

育成、普及することを目的に、手話

講習会も実施しております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号２

０番、生活保護費の追加給付の具体
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的な内容についてお答えさせてい

ただきます。 

 追加給付の対象となる加算等に

つきましては、平成２５年８月から

平成３０年９月は、居宅や入院患者

等を除く母子加算、平成２５年８月

から令和８年３月までは、期末一時

扶助や妊産婦加算などが示されて

おります。 

 追加給付率につきましては、平成

２５年８月から平成２６年３月が

０．８％、平成２６年４月から平成

２７年３月が１．６％、平成２７年

４月から平成３０年９月の居宅等

や平成２７年４月から令和８年３

月までの加算等につきましては、２．

４％と示されております。 

 続きまして、平成２５年８月から

平成３０年９月の生活扶助で、厚生

労働省から示されている試算では、

単身世帯で、５０代や６５歳の方は

１０万１，０００円、７５歳の方で

９万５，０００円、続きまして、母

子世帯で３０代の親と小学生の子

供１人の母子世帯では１４万６，０

００円、６５歳の高齢夫婦世帯で１

５万１，０００円、７５歳の御夫婦

で１３万９，０００円と示されてお

ります。 

 ただし、世帯人数や年齢などの構

成、生活保護を受給していた期間や

加算の有無などによって異なるた

め、それぞれの世帯については、実

際に計算をしてみないと、詳細は分

からない状況でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  環境政策課

に係ります再度の御質問でござい

ます。 

 井戸の採取量の報告についての

御質問にお答えいたします。 

 当該市内化学メーカーからの井

戸の採取量は、摂津市環境の保全及

び創造に関する条例施行規則の規

定に基づき、毎年１回、井戸使用状

況報告書により報告を受けており、

規則にのっとった義務を履行いた

だいているところでございます。 

 市に届きました周辺住民の地盤

沈下を懸念する声については、これ

までも、大阪府が主宰する神崎川水

域ＰＦＯＡ対策連絡会議等の場を

通じて、当該市内化学メーカーへお

伝えしてまいりましたが、地盤沈下

対策のリスクコミュニケーション

の一環といたしまして、地域の不安

の声に応えるためにも、採取量を当

該市内化学メーカーが自主的に随

時公表することを求めていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、質

問番号２２番、外国人市民への周知

の件でございます。 

 今後ますます増加すると想定さ

れる外国人市民へのごみの分別啓

発は、ごみ減量とリサイクルの推進

を進める上で、重要になってくると

考えております。 

 また、地域との関係を良好に維持

するためにも、ごみを適正に分別し

た上での排出が欠かせません。 

 そのため、当面は、引き続き摂津

市のごみ分別ガイドやさしい日本

語版などを活用した周知・啓発を行

うとともに、外国人市民からの問合

せにつきましては、時間はかかると

は思いますが、可能な限り、丁寧か
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つ分かりやすい説明に努めてまい

ります。 

 また、効率的かつ効果的な外国人

市民への周知方法についても、情報

収集を行いながら考えてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号２４番、農林水産省のホームペー

ジにございますＱ＆Ａについてお

問いでございます。 

 この農林水産省のホームページ、

令和７年８月２８日に、最終更新さ

れたものでございまして、その中で、

委員が尋ねられたお問いがちょう

ど載っております。 

 ＰＦＡＳに関し、国内で流通して

いる食品を食べても大丈夫ですか

という質問に対して、農林水産省の

答えとしては、「通常の一般的な食

生活では、国産の農畜水産物に含ま

れるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡを心配

する必要はないものの、今後、国や

自治体等による実態調査の結果、Ｐ

ＦＡＳ濃度が非常に高い食品の存

在が明らかとなった場合は、耐容１

日摂取量、ＴＤＩと比較して、個別

に対応を検討していく必要がある

と考えます」と記載されており、市

のホームページにもリンクを貼っ

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  質問番号２

７番、企業立地等促進条例の改正案

におきまして、償却資産の対象を拡

大したことに伴います令和８年度

予算の拡大見込みについて、お答え

させていただきます。 

 まず、奨励措置の対象となります

償却資産の取得価格の合計額を現

行の３，０００万円から１，０００

万円に引き下げる内容としており

ます。令和７年度課税におきまして

１，０００万円以上３，０００万円

未満の償却資産の新規取得状況か

ら、おおむね五、六十社が、新たに

対象となり、金額としまして６００

万円程度の増加を見込んでおりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４５分 休憩） 

（午後 ０時４２分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 増永委員。 

○増永和起委員  ３回目の質問を

させていただきます。 

 質問番号３番、コミュニティセン

ター管理事業です。別府コミュニテ

ィセンターは、いろいろ御紹介いた

だきましたように、自治会などとも

連携をして、様々な取組を行ってい

ます。今年１月には、中別府もちつ

き＆コミセンお楽しみ会という企

画に、雪のちらつく日にもかかわら

ず、たくさんの地域の住民の方が訪

れ、餅つき大会には親子連れの長蛇

の列ができました。地域住民にとっ

て、つながりを育む大切な施設であ

りますけれども、稼働率が上げられ

ないのはなぜでしょうか、使用料が

高過ぎるからです。 

代表質問でも取り上げましたが、

料金設定が高過ぎて、市民の利用が

妨げられ、活発な地域活動の拠点と

しての役割が果たせません。使用料、
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手数料等の見直しに関する基本方

針が、料金設定の基準になっている

とのことですが、基本方針を読むと、

この方針は時代の変化に即した見

直しを行うためのものであると、初

めの部分に書いてあります。１０年

前につくられたものです。定期的に

見直すと書いてありますが、見直し

は行われてきませんでした。 

 施設の稼働率については、最後の

ほうにしか書かれていませんけれ

ども、それでも稼働率を向上させる

努力が必要だと書かれています。高

い料金設定にして、稼働率が悪い状

態を別府だけではなく、味生でも繰

り返すのか。利用しやすい料金設定

にして稼働率を引き上げて、施設収

入を上げるのか。基本方針をつくっ

た本来の目的からも、どちらがいい

かははっきりしていることです。 

 基本方針は、自治振興課が所管し

ているものではないことは、理解し

ています。副市長もいらっしゃるこ

とですので、意見を述べさせていた

だきました。 

 自治振興課には、協働のまちづく

りを担う課として、ぜひ、別府も味

生もコミュニティセンターの料金

を、市民の利用しやすい金額に設定

していただくことを強く要望して、

この質問は終わります。 

 質問番号４番です。 

 ＢＰＲワーキンググループにお

ける市民課の関わり、どういうふう

にしていくのかということについ

て、お話しをいただきました。 

 先ほどから何遍も申し上げてい

るように、やはり市民との関わりの

一番最初の窓口になるのが、市民課

である場合が多いと思います。相談

の時間をしっかり取って、実務で効

率的にというお話をよく聞くんで

すけど、この二つを分けて考えてい

ないかというのが、非常に心配なと

ころです。相談をする人は、相談に

来てくれたらしっかり時間取りま

すじゃなくて、窓口で聞いたことは、

非常に実務的なことだけど、その奥

に何か問題があると、支援を必要だ

とされていると、そういうところに

アンテナが張れるような体制を、こ

のＢＰＲワーキンググループの中

でも、市民課は現場を知っておられ

るわけですから、ぜひ、発言をして

いただき、摂津市全体に対して寄与

していただきますよう要望といた

しておきます。 

 質問番号５番です。 

 自衛隊の問題です。対象者全員に

名簿提供の対象であることを知ら

せる通知、義務ではないと言います

けれども、やはりそれをしっかり送

って、除外申請用紙も送ることで、

御本人が初めて気がつく、御家族が

気がつくということになると思い

ますので、ぜひこのことをお願いし

たいと思います。 

 また、名簿提供をめぐっては、以

前紹介したように、奈良市で当事者

が裁判も起こしています。そもそも

自衛隊法は、自衛隊が協力を要請す

ることを認めているだけで、市町村

の名簿提供の義務はありません。埼

玉県は、今まで名簿提供していたと

ころもあるんですけれども、令和８

年度から、この名簿提供を行う自治

体がゼロになる見込みであるとい

うことが報道されています。これは、

平和委員会というところが、粘り強

く、埼玉県内の各市町村で懇談をさ
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れてきた中で、一歩ずつ前進してい

ったということでございます。ぜひ、

この名簿提供を摂津市でももう辞

めるということができないのか。こ

れについてお伺いしたいと思いま

す。 

 質問番号６番です。 

 戸籍の振り仮名の問題です。思い

を込めて付けた名前が、それまた今

まで呼び習わしていた名前が、他者

から否定され、違う名前に変えられ

るということは、大変理不尽なこと

だと思います。 

 先ほどの御紹介で、全く意味の反

対のことを名前に付けてたら、それ

はチェックがかかるというお話し

でございました。私の知っている方

でも、空と書いて、りくと読むお子

さんが実際にいらっしゃいます。親

御さんはいろんな思いを込めて、名

付けたと思います。それを否定され

るというのは、非常に辛いと思いま

すし、そんな役割をさせられる市民

課の窓口の職員も、本当に大変だと

いうふうに、私たちは思います。 

 以前にも指摘しましたが、戸籍改

正法は、マイナンバーカードの利用

促進を図るための法改定の一つで

す。デジタル化推進の名目で、戸籍

に氏名の振り仮名を記載しようと

していますけれども、行政が一般的

な読み方であるかどうかを審査す

ることになります。氏名は、人格を

象徴するものであり、尊重されなけ

ればならないのに、これは命名権の

侵害に当たります。 

 日本共産党は、ここをもって反対

をしております。市としても、ぜひ

現場の声として、反対の声を上げて

いただけるように求めておきます。  

要望とします。 

 質問番号７番です。 

 窓口業務の委託内容、災害時のこ

とを説明いただきました。地震とか、

そういう不可抗力があった場合、ま

た、それが大きい地震で広範囲に及

んだり、長期間になったりしたら、

窓口業務はできませんと、委託業者

から言われることもあり得るとい

うことが、よく分かりました。委託

業者の下で働いておられる方には、

パートの方もたくさんいらっしゃ

ると思います。自分も被災している、

家族もいる中、そういうことを放っ

ておいて、災害対応のために出てき

なさいというふうに義務化するこ

とは、民間ではできません。やはり

公務員の皆さんには、その点、本当

にありがたいと思っているんです。

災害があったときには、自分たちも

被災しながら、出てきて仕事をして

いただけるということで、私たちと

しては、正規の公務員の方をしっか

り増やすことが、災害に強いまちづ

くりという点でも、重要な問題だと

思っております。 

 令和９年度までの委託契約とい

うことでございました。見直しをか

けるのは、令和９年度ということに

なりますけれども、大きく変えるの

であれば、やはり令和８年度から考

えていかないといけない問題だと

思いますので、ぜひそのことも含め

て、この窓口業務に関して、私はも

う業務委託ではなく、市民のために

働いていただける公務員の皆さん

をしっかり増やしていただきたい

と思いますので、これも要望として

おきます。 

 質問番号１０番です。 
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 戦没者慰霊事業です。戦没者とは、

戦地で命を落とした兵士のみでは

なく、国内での空襲など、戦争によ

る犠牲者全員というお話しでござ

いました。そのとおりだと思います。

憲法を守り人間を尊重する平和都

市宣言を行った市として、戦没者へ

の追悼と、恒久平和を誓う取組を継

続・発展させていただきたいと思い

ます。 

 第二次世界大戦では、日本の侵略

戦争によって、３１０万人以上の日

本人犠牲者だけではなく、アジアで

２，０００万人以上の方が犠牲にな

りました。 

 被害の歴史はもちろん、加害の歴

史も語り継いでこそ、二度と戦争を

しないと誓った日本国憲法が守っ

ていけると思います。 

 ロシアのウクライナへの侵略、ア

メリカ、イスラエルのイランへの突

然の軍事攻撃に対し、摂津市議会と

して抗議の決議を上げました。戦禍

の下で、子供たちをはじめ、罪もな

い人々が亡くなっています。戦争に

反対する世界世論の先頭に立つこ

とこそ、平和国家日本に求められて

いると思います。ぜひ、摂津市もア

メリカ、イスラエルの攻撃に対して、

抗議の声を上げることを強く要望

いたします。 

 質問番号１１番です。 

 ＣＳＷ専門職の方のお話を伺い

ました。大変な業務内容を担ってい

ただく役割の方だということが分

かりました。私たちも、地域の方か

ら様々な御相談いただきますが、支

援が必要だと思われる場合でも、御

本人や御家族がＳＯＳを出してく

れなかったり、支援の方法を紹介し

て断られどうしたらいいのかと、こ

ちらが悩んでしまうケースが多々

あります。高齢の親御さんと、壮年

に差しかっておられるその子供と

いうケースはお困りだろうと思い

ます。今後の心配もあるだろうと思

っても、介入されることを嫌がられ

るケースに出くわすことがよくあ

ります。アウトリーチといっても大

変難しいと思います。 

 しかし、絶対必要なお仕事だと思

っています。どうか、会計年度任用

職員の方だけではなくて、ほかの

様々な方と連携し、粘り強く寄り添

った支援が行われることを願って

おります。要望とします。 

 質問番号１２番です。 

 成人健康診査事業についてです。 

ＰＦＯＡの問題なんですけれど

も、日曜日、味生公民館でＰＦＯＡ

血液検査の結果報告会というのが

ありまして、そこに行ってきたわけ

なんですけれども、小泉昭夫京都大

学名誉教授が参加をされておっし

ゃっていました。疫学調査で重要な

ことは、検出力だということです。

たくさんの人数の検査結果を基に

しなければ、正確な判断を下すこと

はできないということです。血液検

査も行わず、人口の少ない摂津市の、

さらに症例の少ない精巣がんや腎

がんの罹患率で、ＰＦＯＡ被害が出

ているかいないかなど、論じられる

ものではありません。 

 しかし、一津屋地域の皆さんをは

じめ、血液濃度の高い方は、自身の

健康影響を非常に心配しておられ

ます。せめて、甲状腺ホルモンの検

査や腎がん等に関わる腹部エコー

の検査、こういったものを市の検診
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に加えていただくことを強く要望

いたしておきます。 

 また、精巣がん、腎がんの罹患率

に、特異な状況はないとのことでし

たが、同じくＰＦＯＡの影響がある

と言われる心筋梗塞で亡くなる方

は、大阪府下でも摂津市は１、２位

を争う多さです。この健康課題につ

いても、現状や取組など、情報発信

を行うように求めておきます。 

 内閣府食品安全委員会の評価は、

現時点においては知見が少なく、Ｐ

ＦＯＡ等の健康影響は分からない

との見解ですが、実は、この評価自

体が現在問題になっています。最新

の人を対象とした疫学研究を外し、

古い動物実験による結果を基に耐

容１日摂取量、ＴＤＩを決めました

が、アメリカの２２０から６６６倍、

ヨーロッパの６４倍以上の緩さだ

と言われています。外された研究の

中に、イタリアヴェネト州のＰＦＡ 

Ｓ製造会社周辺の調査がありまし

た。州と政府が公費で約１０万人を

対象に行った疫学調査です。様々な

被害を浮かび上がらせました。 

 その一つが、昨年の委員会でも御

紹介したヴェネト州で心筋梗塞は

じめ、心疾患で亡くなる方の多さで

す。イタリアでは、このＰＦＡＳ製

造会社であるミテニ社の責任を問

う裁判で、損害賠償だけでなく、役

員の実刑判決まで言い渡されまし

た。 

 イタリア政府と日本政府の姿勢

の違いがはっきりと表れています。

公害に対しては、予防を原則で臨ま

なければなりません。被害が多い、

隠せなくなってからでは遅いです。

ぜひ、積極的な対応を求めて、摂津

市が行っていただくこと強く求め

て、この質問は要望といたします。 

 質問番号１４番です。 

 高齢介護課の補聴器の問題です。 

補聴器を活用する人の移動が認

知症や介護の需要を抑えることに

つながります。高額の補聴器を買え

ない方が多いです。最初からすばら

しい１００点満点の制度じゃなく

ても、まずは、助成制度をスタート

をさせるということが大事だと思

っています。どうか、早期に実施し

ていただきますように、これは要望

としておきます。 

 質問番号１６番です。 

 ライフサポーターの制度でござ

います。ライフサポーターは５人体

制ということでした。大変重要なお

仕事ですが、少ない人数で、本当に

大変だなと思っています。また、人

数も増やして、それから重層的な支

援ということでございますので、課

を超えての連携も行いながら、市民

をしっかりと支えていただきます

ことを要望して、この質問は終わり

ます。 

 質問番号１８番、共同生活援助事

業、グループホームです。 

 摂津市内に１９施設あるという

ことで、利用されておられる方も、

市内の方が５９人、市外でも５１人、

摂津市民が利用されているという

ことでした。私たちよく分かってい

ないけれども、結構利用されている

んだと思いました。今までは親御さ

んの下で過ごしておられた方々が

親御さんが亡くなった後のことを

どうしていくのかという問題は本

当にこれからの重大な問題になっ

てくると思うんですけど、今後市と
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してどのように考えているのか、お

尋ねしたいと思います。 

 質問番号１９番です。 

 障害者理解促進研修・啓発事業で

す。手話通訳の派遣であるとか、育

成に取り組んでおられるとのこと

でした。１月に行われた二十歳のつ

どいで、手話通訳をつけておられま

した。その場に手話通訳が必要な人

がいるとかいないとか調べてから

ではなくて、当たり前のこととして

なされているんだと感じました。手

話を必要とされる人が、社会にいる

んだということを私たちにも認識

させてくれる取組だと思いました。 

 手話言語条例というものがござ

います。摂津市はまだつくっており

ませんけれども、この手話言語条例

は、障害者基本法に、手話は言語で

あると明確に規定されているにも

かかわらず、その認識が普及しない

というところから、全国に制定が広

がっています。聴覚障害に限らず、

視覚や、ほかにもいろんな障害があ

ると思うんですけれども、ノーマラ

イゼーションの理念に基づく社会

の実現に、摂津市としてもこれから

もぜひ取り組んでいただきたいと

思いますので、これは要望といたし

ます。 

 質問番号２０番です。 

 生活保護事業です。モデルケース

のお話を伺いました。一人一人それ

ぞれによって、またこのとおりじゃ

ないことになるんだろうと思いま

す。ですので、非常に計算も難しく

複雑なことだとは思うんですけれ

ども、できるだけ速やかな、そして、

正確な対応を求めておきたいと思

います。 

 違法判決が出た基準より、現在の

基準はさらに引き下げられていま

す。その後にもう一度、安倍政権の

下で、引下げがございました。その

上に、今、物価高騰です。ぜひ、国

に基準の引上げをしっかりと行う

ように求めていただきたいと思い

ます。また、生活保護も含めた低所

得の方へのエアコンの修理、設置、

電気代補助、こういうものについて、

ぜひ市として検討いただきたいと

要望しておきます。 

 危険な暑さ、命に関わる暑さとこ

の頃は言われております。夏はもう

すぐ来ます。早急に、市民の命を守

る事業を摂津市全体で考えていた

だくように要望して、この質問も終

わります。 

 質問番号２１番です。 

環境測定の分でございますけれ

ども、水量、水準測量地点、これを

ぜひ一津屋にもつくってほしいで

す。地盤沈下を心配される地域の皆

さんからは、そういう声が上がって

ます。今、ＪＲの一級水準測量の地

点に一津屋は入っていないと思い

ます。少し調べてみましたところ、

摂津市の公害という冊子が、以前は

出ておりました。平成２年度版を見

てみますと、地盤沈下の推移という

ページがあるんですけれども、そこ

で水準測量をしている地点が、１３

か所あります。その中の一つに、府

営味生一津屋団地、一津屋一丁目と

いうところが載っています。最後に

測ったのは、昭和６１年だと思うん

ですけれども、昭和３９年からの累

計値で、この時点では、マイナス３

０．７５という数字が上がっていま

す。ほかのところも累計値が上がっ
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ているわけですけれども、一津屋地

域でも、こういうところがあったん

じゃないのかと、ここは今はもうど

うなっているのかと、ここでもう一

回測れるんじゃないかという声も、

地域の皆さんからいただいている

んですけれども、そういうことがで

きないのかどうかについてお答え

いただきたいと思います。 

 そして、公害調停を口実にダイキ

ン工業が情報を出さないというこ

とを、代表質問のところでお伝えし

たわけです。さっきの地下水のくみ

上げも、随時、報告をしてほしいと

いうことも言っていただいても、な

かなか実際に、実施をしてもらうこ

とが難しいという状況になってい

ると思うんですけれども、この間、

ＰＦＯＡのことではありませんけ

れども、ダイキン工業の近隣自治会

のほうから、ダイキン工業と話合い

がしたいと、地盤汚染や土壌汚染の

問題でいろいろ心配なことがある

から、話合いをしてほしいというこ

とで、お手紙を出されているんです。 

 ところが、公害調停があるから、

できませんという返事がきたとい

うことなんです。再度、公害調停は

自治会がやっているわけではない

ので、自治会とちゃんと話し合って

くださいと言いました。しかも、Ｐ

ＦＯＡの話ではありませんと言っ

ているんだけど、また、そのお手紙

に対して返事が返ってきたそうで

す。その返事は、公害調停なのでで

きませんと言っております。 

 しかも、公害調停はまだ始まって

いないんです。ダイキン工業に呼出

しが行ってるかどうかもまだ分か

らない。あくまで、申請人が申請書

を出して、申請人の意見は、大阪府

の公害審査会に届いた。ここまでは

はっきりしているんですけど、まだ

ダイキン工業のところにまで行っ

てないのではないか、公害審査会で、

どうしようかという話をして、ここ

からダイキン工業に出てきてくだ

さいとか、こういうのが来ています

よというのが行くのではないか、ま

だそのような段階なのに、本当にひ

どい話だと、私は思います。リスク

コミュニケーションの観点から、市

民に対して、しっかりと説明責任を

果たしてくださいと、これまでも摂

津市は言っていただいていたと思

いますが、しっかり強く、このこと

についても言っていただきたいと

思うんですけれども、それについて

どう思われるか、この二つの点、お

聞きしたいと思います。 

 質問番号２２番です。 

 ごみの収集処理の問題、外国人の

やさしい日本語版でいいのかとい

う問題ですけれども、ぜひ、外国語

によるしおり作成などをお願いし

たいと思います。 

 昨年の一般質問では、話が少し異

なりますが収集委託料が高額にな

っているという指摘もしています。

このことについても、退職者不補充

ではもうやっていけないと思いま

すので、正規職員を雇用することも、

これは付け足しのようで申し訳あ

りませんが、中身は本気でしっかり、

願っておりますので、ぜひ御検討よ

ろしくお願いしたいと思います。要

望といたします。 

 質問番号２４番でございます。 

 農業委員会運営事業です。先ほど、

御紹介いただいたように、農林水産



－36－ 

省の調査の内容で本当に大丈夫で

すかという問いがあって、それに対

しては、通常の一般的な食生活をし

ている中では、心配することはない

よと答えがありました。 

 ただ、もう一つ、ＰＦＡＳの値が

高いものについては、個別の対応を

しないといけないということも書

いてあったということでございま

す。 

 今回の代表質問答弁では、通常の

一般的な食生活は大丈夫であると、

ここのところだけを言われたと思

うんです。でも、本当にそれでいい

んでしょうか。私、同じく農林水産

省のホームページに掲載されてい

ます令和６年度国産畜産物のＰＦ

ＡＳ実態調査の結果についてとい

う文書も見させていただきました

ら、食品のサンプリングの方法が書

いてございました。それを見ますと、

卸売・小売の実店舗または通信販売

で購入したと書いてあるんです。つ

まり、普通のお買物で手に入れる方

法で、調達をして、その食品を調べ

たものです。通常の一般的な食生活

のための実態調査ですから、そうい

うふうにやっていますと言うんで

す。これ今、全国一地下水から高濃

度のＰＦＯＡが検出をされている

この摂津市で、自分の畑で農作物作

って食べてきた市民の皆さんの不

安に応えたことになるんでしょう

か。 

 しかも、今回の調査した１４品目

と言われていますけれども、野菜は

バレイショ、キャベツ、トマトのみ

です。しかも、今回、水をたくさん

含んでいると言われるナスなど、心

配されている野菜なんかは、この中

には入っていません。 

 市は、代表質問の御答弁で紹介さ

れませんでしたけれども、農林水産

省の一般的な食生活と違うケース、

国や自治体等による実態調査の結

果、ＰＦＡＳ濃度が非常に高い食品

の存在が明らかになった場合は、個

別に対応を検討していく必要があ

る、こういうふうに述べている農林

水産省のページなんですけれども、

一般的なことを言って、市民の不安

に応えず、ごまかすのではなく、き

ちんと調査をすべきだと思います。 

 実は、農林水産省は、これを書い

ているだけじゃなくて、その調査費

用についても支援するということ

が書かれていたと思うんですけど

も、そこの部分を御紹介いただきた

いと思います。 

 では、最後の質問になります。 

 質問番号２７番の企業立地等促

進事業でございます。立地奨励金、

今回の予算の中にも新しい部分を

組み込んでいるということでござ

いました。 

 産業振興に寄与するというのが、

この立地奨励金を受けた企業に求

められているということになって

いるわけですけれども、どのように

寄与しているのかということを検

証し、市民に公開することも、ぜひ

求めたいと思います。 

 大企業に対して、賃金の引上げ、

下請単価引上げなどもぜひ申入れ

をすべきです。記録的な物価高騰で、

中小企業が危機に陥っています。大

企業ではなく、中小企業への支援こ

そ、大きく予算を取らなければなら

ないと思っています。 

 家賃・光熱費など、先ほども言っ



－37－ 

ておりましたけれども、固定費補助

や住宅店舗リフォーム助成の制度

などを、強く要望して、この質問を

終わり、私の３回目の質問を終わり

ます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 坂本課長。 

○坂本市民課長  市民課に関しま

す御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号５番の自衛隊について

でございます。 

 自衛隊法施行令第１２０条では、

防衛大臣は、必要であると認められ

るときは、市町村長に対しまして必

要な報告または資料の提出を求め

ることができると規定をされてお

ります。また、令和３年２月には、

総務省と防衛省の連名で通知が発

出されておりまして、その内容とい

たしましては、募集対象者情報を紙

媒体で提供することについて、住民

基本台帳法上差し支えないという

見解が示されております。 

 このことからも、自衛隊への名簿

提供につきましては、適正な提供で

あり、規定の範囲であると捉えてお

ります。 

 また、繰り返しの御答弁にはなり

ますけれども、除外申請制度の周知

に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  障害福祉

課に係ります３回目の御質問にお

答えさせていただきます。 

 グループホームの件ですが、施設

や精神科病院に入所・入院している

障害者が、可能な限り住み慣れた地

域で、自立した生活を送れるように、

国は、施設から地域へという方針の

下、２０２６年度からは、地域移行

の意向確認を施設に義務づけるな

ど、支援体制を強化しています。 

 本市の障害福祉計画においても、

福祉施設の入所者の地域移行の目

標値を定めております。 

 一人暮らしや共同生活により、施

設・病院から地域生活への移行や親

元を離れ、自立生活を目指す障害の

ある人に対し、地域において様々な

居住の場の提供と、グループホーム

の充実が必要になると考えており

ます。 

 また、今、委員がおっしゃられた

ように、障害者本人や親御さんの高

齢化、親亡き後に伴う対応として、

グループホームの需要は、今後ます

ます高まると考えており、状況を注

視しながら、この制度も含め、必要

な対応について検討してまいりま

す。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  増永議員の

再度御質問の２点についてお答え

させていただきます。 

 １点目、一津屋地域の水準測量を

できないかというお問いについて

でございますけれども、先ほどの委

員から紹介がありました図書には、

大阪府が府域における地盤沈下の

状況を把握するため、阪神地区地盤

沈下調査広域水準測量の一環とし

て、実施していたと記録されており

ます。 

 そちらは、昭和６１年度まで実施

されておりましたが、数値を見ると、

その数年前までの結果では、環境省

の見解の注意を要する１年間で２
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センチを超える沈降は見られてい

なかったようではございますが、現

在この地域においては、地盤沈下を

懸念する声があるというのは、我々

も把握しております。 

 本市としましては、現在面的かつ

高い空間、分解能で地表の変動を捉

えることができる国土地理院の干

渉ＳＡＲの時系列解析データが公

表されており、市のホームページで

も、その辺りは地域全体として公表

しております。今後の地盤変動はあ

り得る話でございますので、監視を

してまいりたいと考えております。 

 ２点目、当該市内化学メーカーの

リスクコミュニケーションの点で

ございます。 

 公害紛争処理制度上の調停につ

きましては、報道等で知る限りで、

どのような制約があるのかという

のは、なかなか存じ上げない部分で

はございますけども、公害紛争処理

法では、第３７条で手続は非公開と

規定されておりますが、それに抵触

しない部分につきましては、やはり

事業活動で不安の声があれば、真摯

に対応していただきたいところで

ございます。その声は届けながら、

リスクコミュニケーションの促進

というのは、これまでもＰＦＯＡ会

議では求めていた部分でございま

すので、継続してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号２４番でございます。 

 委員お問いの個別に実態調査す

べきではないか、国で費用の支援も

あるということでございますが、こ

のＰＦＡＳ調査のために、国が都道

府県等に向けた交付金があること

は存じ上げております。 

 しかしながら、農作物に係ります

ＰＦＡＳの分析方法は、国際的に標

準化された分析方法が存在せず、国

内において、穀類及び葉茎類を対象

とした標準作業手順書があるにと

どまり、まだ公定法には至っていな

い段階でございます。 

 この段階で、農作物を測定いたし

ましても、安全性は判断し難い状態

でございます。今現在、農林水産省

が様々な研究を進めているところ

であり、その結果、法定法が示され、

また農作物ごとの基準が示されま

したら、安全性の判定も可能になろ

うかと思います。その際は、大阪府

とも協議しながら、交付金の活用を

検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、４回目

の質問です。 

 まず、質問番号５番です。自衛隊

の問題です。 

 安倍政権のときに、内閣府で問題

ないという閣議決定をしたのは、私

も知っておりますけれども、それで

いいのかということです。憲法１３

条に基づく、自己情報コントロール

権の侵害である名簿提供は、やめる

よう強く求めておきます。 

 アメリカの攻撃で、ホルムズ海峡

が実質的封鎖状態と報道されてい

ます。集団的自衛権が行使されれば、

自衛隊が戦場に行かされるかもし
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れません。そのようなことは、絶対

させてはなりません。若者を戦場に

送ることにつながりかねない自衛

隊への名簿提供、これはきっぱりや

めるべきだと、重ねて要望して、こ

の質問は終わります。 

 質問番号１８番の共同生活援助

事業です。 

 今、グループホームに入っておら

れる方も、地域移行ということが言

われているとのことでした。 

 地域移行をさっとできるかとい

うと、なかなか難しい話だと思いま

す。しかし、障害のある方が安心し

て過ごせる、日常を過ごせる、そし

て、また地域は地域で一緒に協働し

て、共生していけるような方向に、

ぜひこれからも取り組んでいただ

きますように要望して、この質問を

終わります。 

 質問番号２１番です。 

 一津屋地域に水準測量地点があ

ったということは、見ていただいた

と思います。そういうところが一津

屋にはないんだと思っていたけれ

ども、こういうところがあったんや、

もう一回そこで測ってくれたらい

いのにという声も市民の皆さんか

ら上がっています。今そこが一体ど

うなっているのか、これからそれを

活用することができるのかも含め

て、ぜひ御検討いただきたいと思い

ます。やっぱり空から見て、解析す

るよりも、すぐ身近に、そういう測

量地点があって、そこの数字が分か

るというのは、地元の皆さんにとっ

ては安心感にもつながると思うの

で、ぜひお願いしておきたいと思い

ます。 

 公害調停の中で、一番に求めてい

るのが情報公開なんです。ぜひ、リ

スクコミュニケーションをしっか

りと図って、住民・市民の皆さんに

説明をし、対話もしていくことを、

市からもダイキン工業に強く求め

ていただきたいと思います。 

 大阪府と摂津市と、それからダイ

キン工業の三社の懇談、いつもやっ

ておりましたが、最近は行われてい

ません。１１月に測量をしたけれど

も、その後されていないということ

ですから、その開催も含めて、ぜひ

お願いしたいと思います。要望とし

ておきます。 

 質問番号２４番です。 

 先ほど御紹介いただいた農林水

産省が出しているＱ＆ＡのＰＦＡ

Ｓについての食料品の問題です。そ

こに、都道府県等の地方自治体が、

農産物等のＰＦＡＳの実態調査の

ための調査を実施する場合、令和７

年度から国において必要な経費の

定額４分の３以内を支援していま

すと書かれているんです。調査の仕

方が分からないとおっしゃいまし

たけど、農林水産省はもう調査はさ

れており、代表質問に対して報告し

ています。 

国として決まった調査はありま

せん。しかし、農林水産省がやって

いる調査を追ってやればいい。だか

らこそ、交付金までいただけるわけ

ですから、調査のやり方が決まって

いないから、何もできないみたいな

言い方をしないで、しっかりとやっ

ていただきたいと思います。 

 先ほど、御紹介した味生公民館の

血液検査の結果ですが、ダイキン工

業に近いほど、高齢であるほど、数

値が高いということでした。また、
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アメリカで健康リスクが高まると

いわれる２０ナノグラムパーミリ

リットル以上の方、ＰＦＯＡだけで

この基準を超える方が、血液検査を

受けられた一津屋の方の中にたく

さんいらっしゃいました。その方々

は、１人を除いて、全員が地元産の

農作物を食べており、農作物食べる

のをやめると、血液濃度が少し下が

ることも分かってきています。下が

ったと言っても、一般的な国民の血

液濃度からすると非常に高い状態

です。大変なことであることには変

わりないんですけれども、そういう

結果が出ています。 

 農林水産省の一般的な食生活の

結果を示すだけで、こういう方々の

不安に対応していると思われるの

かお答えいただきたいです。それか

ら本気で市民の不安に応えて、風評

被害をなくすためには、農林水産省

もお金出すと言うているんですか

ら、摂津市で農作物の実態調査を実

施すべきではないでしょうか。この

二つ、副市長にお答えいただきたい

と思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 吉田部長。 

○吉田生活環境部長 今、御質問し

ていただいているのは、農産物の加

工食品の安全向上の措置の検証と

いうような、国が示している、農林

水産省が示している事業とは思い

ますが、まず、前提といたしまして、

国、府、市という役割分担が本来あ

るのかと考えております。現状で言

いますと、このＰＦＯＡ、ＰＦＯＳ

の問題に関しましては、国が、交付

金という形で、レギュラトリーサイ

エンス事業を、農作物に関して、３

０品目をピックアップして、５年間

かけて、今ちょうどやっている状況

ということで、協力していただくと

ころが少ないということもありま

すが、今、研究を進めている段階と

いうことでございます。そういう段

階をしっかりと見極めた上で、進め

ていくべきではないかという趣旨

で、答弁させていただいたというこ

とでございます。その上で、市とし

ての考え方が出てくるのではない

のかなということを追加させてい

ただきたいと思います。 

○光好博幸委員長 山本副市長。 

○山本副市長  ＰＦＯＡのことを

総括的にということでございます。 

 先ほど、吉田部長からも話があり

ましたように、ＰＦＯＡの件につき

ましては、国がすべきこと、都道府

県がすべきこと、市町村がすべきこ

と、それぞれ役割について国が決め

ておられます。その中で、国は自ら

知見を集めて、このＰＦＯＡに対す

るいろんな影響について調べてい

くとおっしゃっておられます。 

 我々とすれば、今ある情報を、住

民の皆様、市民の皆様に間違いなく

届けることが、リスクマネジメント

であると思っております。 

 本来は、健康に対して影響がない

ということを、国が知見を集めて発

表していただければ、住民の皆様、

市民の皆様は、非常に安心すると思

うんですけど、その発表がない中で、

いろんな不安を持っておられると

いうことは感じております。 

 ですから、今、国や大阪府が持っ

ておられる情報を我々はできる限

り、我々の中で分析し、大阪府に協
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力をいただきながら、情報を分析し

て公開できるところは公開する姿

勢で取り組んでいるところでござ

います。 

 それと、やはり市長をはじめ、国

にいろいろ直接要望にも行かせて

いただいております。早く市民の皆

様、住民の皆様の不安を解消するた

めに、国において、いろいろ分析

等々を早く進めていただきたいと、

今後とも要望してまいりたいです。

また、今、委員が御指摘された企業

におきましても、三者会議も含めた

いろいろな場面で、リスクマネジメ

ントの関係で、やはり地域の方に寄

り添っていただきたいということ

は、今までもお願いをしております

し、今後ともそのことは続けてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁終わりま

した。 

 増永委員。 

○増永和起委員  ２０２０年の６

月に、毎日新聞で、摂津市から全国

一の高濃度地下水が出たという報

道があって、私は初めてＰＦＯＡと

いうものを知りました。そのとき、

山本副市長が、環境政策課に在籍さ

れていらっしゃって、そこから今も

う約６年がたとうとしていますが、

何にも変わっていないということ

を、もう一度お伝えしたいと思いま

す。 

 市民の皆さんは、最初は何のこと

か分からないだとか、風評被害を広

げるなとおっしゃられていました

が、今、地元は公害調停をやろうと

立ち上がっています。いつまでも国

や府への要望だけでは済まないで

す。国や府が動かないのであれば、

摂津市がやってこそ、市民のための

行政だということを、最後にお願い

申し上げまして、終わらせていただ

きます。 

○光好博幸委員長  増永委員の質

問は終わりました。 

 そのほかございませんでしょう

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長  質疑なしと認

め、議案第１号所管分及び議案第９

号所管分の審査及び質疑を終了し

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３１分 休憩） 

（午後１時３２分 再開） 

○光好博幸委員長  再開いたしま

す。 

 議案第６号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員  このパートタイ

マー等退職金共済特別会計につき

ましては、これまでも加入人数や、

制度の在り方など様々な質疑がご

ざいました。 

 その中で、２点お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 この制度に加入される方は、業種

的にはそんなに減っていないです

が、加入される方の人数が減ってき

ているようなことが、これまであり

ました。 

 １点目の質問は、会員が減少傾向

であることについて、どう認識され

ているのかでございます。 

 ２点目の質問は、１２ページ、パ

ートタイマー等退職金共済運営委
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員会委員報酬について。令和８年度

当初予算では２万７，０００円で、

多分、委員は３人だったかと、認識

をしておりますが、運営委員会でパ

ートタイマーの制度について、現在、

議論されている内容がございまし

たら、お尋ねをさせていただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 まず、１点目

の被共済者数の減少傾向について、

どう認識しているかというところ

でございます。 

 ここ数年につきましては、委員御

指摘のとおり、減少傾向が続いてお

ります。そのことに対しまして、こ

れまでも、委員会で周知を拡大する

ようにということで、御要望をいた

だいておりまして、パートタイマー

等退職金共済制度に関わりますチ

ラシを作成して、毎年行っておりま

す市のビジネスマッチングフェア

で配布したりですとか、あと、事業

所へのアンケート調査を実施する

際に、パンフレットを同封して、周

知に努めるとかいうことで、拡大は

してきております。 

 令和７年度につきましては、年度

当初、加入２６事業所の被共済者数

１０９名ということでしたが、令和

８年２月１日現在、加入事業者数は

２６で変わらずですけれども、被共

済者数１１２名ということで、３名

増えております。 

 加入事業所数につきましては増

減ございませんが、２事業所が減少

した中で、新しく二つの事業所が加

入していただいての結果となって

おります。 

 ２点目のパートタイマー等退職

金共済運営委員会で、この制度につ

きましての議論がされているかと

いう件ですが、加入者数が伸びない

件に関しましては、話としては出て

きておりますけれども、制度自体の

ことに関しまして、どうあるべきだ

ということに関しての御意見、議論

は、まだ今のところは出ていない状

況でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  このパートタイ

マー等退職金共済が悪いとか云々

ではないんです。 

 要は、共済掛金が２，０００円で

あるとか、元本割れしないとか、ほ

かの制度と比べてメリットが結構

あると思いますし、通常の共済掛金

だったら５，０００円とか、６，０

００円とかいうところも多くある

と思うんですけども、これがお一人

１口２，０００円ということなので、

入りやすいというのが、メリットだ

と思いますので、しっかりと周知や

永続性も含めて、やっていくという

制度だろうと思います。建設業だと

か、製造業であるとか、また運輸、

通信、卸売り、飲食サービス、それ

から、教育関係とか、幅広く業種が

あると思いますので、そういう意味

では、今２６事業所の１１２名とい

うことですが、単純に割っても、も

っと増えてもいいのかなと思いま

すので、しっかりと継続して周知に

取り組んでいっていただきたいと
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いうことで、この１点目、２点目合

わせて要望として、私の質問を終わ

りたいと思います。 

○光好博幸委員長  村上委員の質

問が終わりました。 

 次に、増永委員。 

○増永和起委員 今、村上委員のお

話もありましたけれども、この制度

というのは、摂津市がしっかりやっ

ているという安心感も、入っておら

れる方にはあるのではないかと思

います。民間だと、会社がなくなっ

てしまうと、加入者はどうしたらい

いのかということになるわけです

けれども、市が行ってるという安心

感も売りだと思います。 

 今、非常にうれしいお話を聞かせ

ていただいたと思っているんです

けど、新たに、２事業所が増えたと

いうことでございます。その２事業

所というのが、どういう職種で、ど

ういう動機か分かれば御紹介いた

だきたいと思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  今回新たに

入っていただいた事業所なんです

が、市内の小規模な事業所でござい

まして、従業員が１名しかいらっし

ゃいません。 

 これにつきましては、今現在、産

業振興課で割引券の事業等をして

おりますけれども、そういった中で、

小規模な事業者とコミュニケーシ

ョンを取る際に、市の制度案内等を

する場面がございます。摂津市の事

業者の支援制度一覧である便利帳

をお渡しして説明する中で、そうい

った制度があることを知っていた

だいて、御加入いただいたケースで

ございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永委員。 

○増永和起委員  いろいろと努力

していただいてるのがすごく伝わ

ってきます。 

 やっぱり知らせることによって、

いい制度があると分かり、御利用い

ただくということが、これからもま

だあると思います。もう大分前の話

ですけれども、まだ私が議員になる

前に、御家族で経営されている事業

所がありまして、もう子供は独立し

て、家から出て、世帯を別にしてい

るのですが、子供の妻にパートで来

ていただいてるということでした。

その方に退職金を、この制度を使っ

てかけるということをしておられ

て、家族でも世帯が別だと入れると

いうことだったと思うのですが、す

ごく喜んでおられて、何か少しでも

できることをして、喜んでもらえて

うれしいみたいな話を聞いたこと

もあります。そういう小規模なとこ

ろほど、需要があるかもしれません。

ぜひたくさん皆さんにお知らせを

していただいて、広がったらいいと

思っておりますので、よろしくお願

いします。要望としておきます。 

○光好博幸委員長  増永委員の質

問が終わりました。 

 そのほか、皆さんございませんで

しょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長  質疑なしと認

め、質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時４４分 休憩） 
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（午後１時４６分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 議案第４号、議案第１２号及び第

２７号の審査を行います。 

 本３件につきましては、補足説明

を省略し、質疑に入ります。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 それでは、１問

質問いたします。 

 予算書１０ページの国民健康保

険料の中の子ども・子育て支援納付

金について、条例改正議案としても、

先般の本会議で提案説明がござい

ましたが、改めて、その内容を教え

てください。 

 また、段階的に納付金が増えると

もお聞きしますが、その点も併せて

お伺いいたします。 

○光好博幸委員長  質問１点です。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、子

ども・子育て支援納付金についての

御質問にお答えいたします。 

 子ども・子育て支援納付金につき

ましては、国のこども未来戦略に基

づき、少子化対策や子育て支援のた

めの安定した財源を確保するため、

令和６年６月１２日に、子ども・子

育て支援法等の一部を改正する法

律が成立し、創設されたものでござ

います。 

 内容としましては、国民健康保険

を含む全ての医療保険者において、

保険料と合わせて、所得に応じて拠

出を求める仕組みで、従来の医療分、

後期高齢者支援金分、介護納付金分

に加えて、新たに、子ども・子育て

支援納付金が加わるものでござい

ます。 

 賦課方式としては、介護納付金と

同様、所得割と均等割の２方式とな

っており、１８歳未満の被保険者の

均等割については、１０割軽減され

るものとなっております。 

 なお、こども家庭庁の試算では、

令和１０年度に国が予定する財源

規模として、１兆円を予定しており、

令和８年度から令和１０年度まで

の３か年で、毎年度段階的に上昇し

ていくことが予定されており、国民

健康保険においては、令和８年度か

ら９年度にかけて、年額で６００円、

令和９年度から令和１０年度にか

けて、年額で１，２００円上昇する

見込みとされております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員  御答弁ありが

とうございます。制度の内容につい

ては、理解いたしました。 

 被保険者の皆さんの中には、まだ

こういった制度が始まることを知

らない方も多いと思いますが、どの

ように周知していく予定なのか、教

えてください。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長  制度の周知

についての御質問にお答えいたし

ます。 

 広報せっつやホームページはも

とより、パンフレット台への国のリ

ーフレットの配架や窓口での御案

内に加え、毎年６月の保険料決定通

知の送付の際には、例年、制度概要

をまとめた冊子、国保ハンドブック

というものを同封しておりまして、
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子ども・子育て支援制度の内容を、

そちらに掲載していく予定でござ

います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員  周知方法につ

いて理解いたしました。 

 この制度がスタートすることに

よって、被保険者の皆さんの御負担

が一定増えることにはなりますの

で、全世代、全経済で、世代を超え

て社会全体で子育てを支えていく

という趣旨を、御理解いただくこと

がとても大切になってくると思い

ます。 

 全国的に少子高齢化が進んでお

ります。私自身も、子ども子育てへ

の支援の以前に、まずは、結婚する

ために経済力をつけていく、その後

で、子供を産むことを考えられるよ

うな社会をつくっていくのが行政

の役割だと思っております。子供を

産んだ後だけではなくて、その前の

制度、結婚に未来を持ち、そして、

子供を産み育てていくことに対し

て希望を持てるような摂津市にな

っていくように願っております。 

 その意味では、様々な場面を通じ

て、しっかりと周知・啓発に取り組

んでいただきたいと思います。これ

は、要望といたします。 

○光好博幸委員長  光田委員の質

問は終わりました。 

 次に、大川委員。 

○大川ゆり委員 私からは、１点質

問させていただきます。 

 予算概要の１６６ページ、特定健

康診査等事業費で、特定健康診査等

委託料３，７５７万９，０００円が

あります。令和８年度は、令和７年

度と比較して減額されております

が、減額理由と特定健診の受診率も

含めて、お教えいただきたいと思い

ます。お願いします。 

○光好博幸委員長  質問は１点で

す。 

 答弁を求めます。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事  大川委員

の保健事業に関する質疑に答弁申

し上げます。 

 特定健康診査等委託料の減額理

由と受診率についてです。特定健康

診査等委託料は、特定健康診査委託

料と特定保健指導委託料を合わせ

たものとなっておりまして、このう

ち減額の主な理由は、特定健康診査

等委託料において、受診者数の減少

を見込んだものとなっております。 

 特定健診の令和６年度受診率と

しては、法定報告値が確定し、３３．

１％となりました。令和２年度に新

型コロナウイルス感染症拡大の影

響で大きく減少して以降、令和３年

度から徐々に回復し、令和６年度は

前年度比０．７ポイント増となり、

過去最高の受診率となりました。 

 このように、受診率としては上昇

傾向にありますが、被保険者数の減

少に伴い、特定健診の対象となる４

０歳から７４歳の被保険者数が、約

７００人減少の見込みとなってい

ることから、予算額としては、令和

７年度と比較して減額となるもの

でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 大川委員。 
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○大川ゆり委員  ありがとうござ

います。予算の減額については、受

診率としては上昇傾向であるが、対

象となる被保険者数は減少する見

込みであるということで分かりま

した。 

 受診率が上昇傾向などは喜ばし

いことだと思います。 

 また、令和８年度に向けて工夫さ

れている点などがあれば、教えてい

ただきたいと思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事  大川委員

の２回目の質疑に答弁申し上げま

す。 

 特定健診受診率向上のために工

夫している点についてです。特定健

診の受診勧奨の取組としましては、

広報紙や市ホームページへの掲載

をはじめ、４月に対象者への受診券

の一斉発送に加えて、初めての取組

としては、年度途中加入者への受診

券の随時発送や、４月に、市公式Ｌ

ＩＮＥによる健診案内の一斉送信

を行う等、積極的に受診勧奨を行っ

ております。 

 ８月以降には、生成ＡＩを活用し

て作成した４コマ漫画を使用した

啓発資材を使った受診勧奨も行っ

ております。 

 また、特定健診の未受診者対策と

しましては、保健センターへの委託

を通じ、電話による受診勧奨を７月

から翌年２月にかけて実施、ＡＩと

ナッジ理論を活用した勧奨はがき

を３回に分けて送付しております。 

 勧奨はがきにつきましては、過去

の受診歴などのデータをＡＩが分

析し、グルーピングされた層にナッ

ジ理論を活用し、受診行動に移すき

っかけとなるような効果的なメッ

セージを、はがきで訴求する取組を

しているもので、令和８年度に向け

ても、これらの取組を継続し、さら

なる受診率の向上を図ってまいり

ます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員  ありがとうござ

います。健診の受診をしやすいよう

に、いろいろ工夫していただきまし

て、また、ＡＩなどのツールを活用

して、工夫されたということで、と

ても喜ばしいことだと思います。そ

れで受診率も上がってきているの

だと思います。 

 また、市の保健事業の充実につな

がるということになりますので、ぜ

ひとも継続して取り組んでいただ

くように、お願い申し上げて要望と

いたします。 

○光好博幸委員長  大川委員の質

問が終わりました。 

 次に、中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、私から

１問質問させていただきます。 

 概要の１６６ページの保健事業

の若年者健康委託料があります。ど

ういった健診なのかという概要と、

令和８年度は、令和７年度から予算

を若干減額されていますが、減額の

理由と実績についてお伺いいたし

ます。 

○光好博幸委員長  質問１点です。 

 答弁を求めます。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事  中川委員
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の保健事業に関する質疑に答弁申

し上げます。 

 若年者健診の概要と予算減額の

理由と実績についてです。若年者健

診は、１６歳以上４０歳未満の被保

険者を対象に、生活習慣病の予防、

早期発見及び健康の保持・増進を図

るために実施するもので、特定健診

と同様に、問診も含めた８個の基本

項目、その他追加項目、必要に応じ

て詳細項目、貧血、心電図、眼底検

査がございますが、これらを行いま

す。 

 予算減額の理由としては、被保険

者数の減少に伴い、項目ごとの想定

受診人数を精査したためで、令和７

年度１０４万２，０００円のところ、

令和８年度は１０３万９，０００円

で、３，０００円の減額となってお

ります。 

 実績につきましては、令和６年度

が対象者数２，８２５人に対して、

受診者数１２５人で、受診率４．

４％となっております。令和７年度

も、令和６年度とほぼ同様の数値と

なる見込みでございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 現在、受診率が４．

４％で、低いように感じます。 

 受診率向上のために考えられて

いることや取り組まれていること

があれば、教えていただきたいと思

います。 

 たしか、若者向けにはスマホを活

用した事業を実施されていると思

いますが、そちらについても教えて

いただければと思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事  中川委員

の２回目の質疑に答弁を申し上げ

ます。 

 若年者健診受診率向上のために

考えていることや取り組んでいる

ことについてです。若年者健診につ

きましては、対象者が１６歳からと

いうことで、学生の年代や働き盛り

であることから、健診に優先して時

間を割くことが難しく、健診につい

ての優先度が低いことや学校や職

場で健診機会があるため、あえて、

市の健診を受診しないこと等から、

全体的に受診率が低いというとこ

ろがございます。 

 まずは、自分の健康状態を知り、

健診の大切さを再認識してもらう

必要があると考えています。 

 若年者健診の受診勧奨としては、

３０代以上の被保険者に対して、は

がきを送付しておりまして、令和７

年度もコール、リコールの重複効果

を狙って、４月頃と１０月頃に２回

の勧奨を行っております。 

 委員がおっしゃるとおり、スマホ

を活用した事業も実施しておりま

して、委託事業者の変更により、ス

マホｄｅドックという名称が、デメ

カルという名称に変更となってお

りますが、送付型自己採血キットを

使用した若年者向けセルフ健康チ

ェックサービスを、平成２９年度か

ら実施しております。 

 こちらは、指先から僅かな血液を

採取して郵送するだけで、一般的な

健診に近い検査が受けられ、検査の

申込みから結果確認までスマホで

行えることから、お忙しい方でも手
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軽に御利用いただけ、若年者健診に

つながるものと考えております。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  ありがとうござ

います。これからも様々な手法を用

いて、受診機会の確保に努めていた

だきたいと思います。 

 やはり、若い世代から生活習慣病

の予防、早期発見及び健康の保持・

増進に努めることが、健康寿命の延

伸につながり、人生１００年時代を

健やかに過ごせるようになるのか

と思います。 

 市民一人一人が健康で、充実した

日常生活を長きにわたって送るこ

とができるよう、若年者の保健事業

に丁寧に取り組んでいただきます

よう、要望させていただきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  中川委員の質

問は終わりました。 

 次に、村上委員。 

○村上英明委員  何点かお尋ねを

させていただきたいと思います。 

 １点目は、令和８年度当初予算総

額ということで８７億８，０３６万

２，０００円を予算編成されている

ということなんですが、ここ数年、

予算総額は下がってきているとい

う傾向かと思います。私が知る限り

では、１１年前の平成２７年度のと

きには、当初予算総額が１８１億円

あって、その数年前から、いずれは

１００億円を超えるといって、それ

から数年たった平成２７年度をピ

ークにして、ずっと下がってきてい

ると思うんですが、１点目の質問と

いたしまして、令和７年度当初予算

と比較して、約９，５００万円ほど

減額になっているような形で、令和

８年度の当初予算が編成されてい

るということでございますので、そ

の辺りの総括的な認識について、お

尋ねをさせていただきます。 

 ２点目でございます。 

 歳入の１０ページで、子ども・子

育て支援納付金分ということで、現

年分というのがあります。先ほども

ありましたけども、子ども子育て関

係については、令和８年度が初年度

になりますので、例えば、令和８年

度で、子ども・子育て支援納付金分

が、もし保険料と共々に滞納という

ことになった場合、次年度には、予

算編成上、この滞納繰越分というの

が項目として出てくるのか確認も

含めて、質問させていただきたいと

思います。 

 ３点目でございます。 

 歳出の２４ページ、子ども・子育

て支援納付金として４，２８２万９，

０００円が計上されております。 

 ただ、その一方で、この保険料を

徴収するという歳入の部分では３，

１５３万２，０００円で、この差が

１，１２９万円あります。いただい

たこの子ども・子育て支援納付金分

は、そのまま大阪府などに納付する

のかと思っていたら、差額があるの

で、その内容について、お尋ねさせ

ていただきたいと思います。 

 ４点目でございます。 

 ２６ページ、人間ドック等助成金

というのがあります。この人間ドッ

クにつきましては、平成３０年度か

ら導入されたと思います。上限２万

６，０００円。もう一つの脳ドック

が、令和６年度に新規でされたとい
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うことで、上限２万円の助成制度が

あります。国民健康保険自体の被保

険者数が若干減少しているという

のは認識をしておるんですが、その

中にあって、この人間ドック等助成

金が、令和７年度当初予算よりも１

５８万円ほど増額をされた９５０

万円で、今回設定をされていますの

で、増額された理由と、予算編成上

の件数について、お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 ５点目でございます。 

 先ほど、特定健診の未受診者の対

策について質疑があったと思いま

すが、現状、はがきとか、電話等々

におきまして、ナッジ理論を活用し

て、未受診者を減らしていこうとい

うことで取組をされていると思う

んですが、やはり未受診者数を減ら

すということが、本当に大切なこと

だと思います。私の知り合いの方で、

がんを発見したことがありました。

この健診を毎年受けてきたんだけ

ども、今年は仕事の都合で日程がな

かなか合わないと、お友達と話をし

てた折に、こういう健診は毎年受け

なあかんよと言われて受けたら乳

がんが分かったと。初期の初期だっ

たらしいんですけども、本当に声を

かけてもらってよかったというよ

うなお話も、一人じゃないんです。

複数の人からお聞きしたことがあ

ったので、そういう未受診者を減ら

していくというような取組は、しっ

かりと、これからも行政としてやっ

ていってほしいということで、この

５点目については要望とさせてい

ただきます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、村

上委員の４点の御質問のうち、最初

の３点について御答弁申し上げま

す。 

 まず、１点目の令和８年度の当初

予算の財政規模の総括的な認識と

いうことのお問いでございます。国

保の被保険者につきましては、直近

の状況を見ますと、令和４年度、令

和５年度、令和６年度と、昭和２２

年から昭和２４年生まれの、いわゆ

る団塊の世代の方の７５歳到達に

伴って、後期高齢者医療制度への移

行がございまして、毎年１，０００

人程度の方が、国保から抜けるとい

う状況が続き、令和７年は一定落ち

着きましたものの、社会保険の適用

拡大がございまして、いわゆる現役

世代の社会保険への移行も並行し

て生じており、減少幅こそ鈍化して

いるものの、引き続き、国保の被保

険者としては、減少傾向が続いてお

ります。 

 このことから、国民健康保険特別

会計の予算規模につきましても、歳

出の主な項目である保険給付費な

ど、被保険者数の減少と連動して、

トータルの財政規模としては縮小

が生じておりまして、被保険者数の

減少というのが、そういった要因と

なっております。 

 ２点目の子ども・子育て支援納付

金分の、もし保険料の滞納があった

場合、予算上どうなるのかというと

ころでございます。委員御指摘のと

おり、令和８年度においては初年度

であるため、子ども・子育て支援納

付金分現年分のみを歳入とし、予算
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科目として設定をしております。 

 令和９年度については、他の医療

給付費分や後期高齢者支援金分、そ

れから介護納付金分と同様に、滞納

繰越分の科目設定を予定しており

ます。 

 ３点目の歳入歳出、子ども・子育

て支援の納付金の関係で、差額が出

ているが、その中身についてという

お問いでございます。子ども・子育

て支援納付金の歳入歳出差額につ

いては、まず、国民健康保険事業費

納付金というのがございまして、こ

ちらは歳出で組ませていただいて

いるんですけれども、保険料以外に

も、国等の公費である基盤安定負担

金などの財源も合わせて、大阪府に

納付を行っているものでございま

す。 

 したがいまして、他の医療給付費

分、後期高齢者支援金分、介護納付

金分も同様に、歳入の保険料よりも

歳出のほうが多くなっているとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 田村参事。 

○田村国保年金課参事  村上委員

の４点の質疑のうち、保健事業に関

する４番目に答弁申し上げます。 

 人間ドック等助成金の予算増額

理由と助成件数についてでござい

ます。予算増額の要因としましては、

人間ドック、脳ドックともに、受診

者数の増加を見込んだものでござ

います。 

 令和７年度は、対象年齢の下限を

４０歳から３０歳に引き下げたこ

ともあり、令和８年１月末時点で、

人間ドック１６６件、脳ドック７１

件の受診があり、最終的に、令和７

年度予算で想定していた人間ドッ

ク２００件、脳ドック１００件に近

づくと思われることから、令和８年

度予算では、人間ドックで５０件、

脳ドックで５０件の受診者数の増

加を見込み、令和７年度予算７９２

万円を、令和８年度は９５０万円に、

１５８万円の増額をしたものでご

ざいます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 まず、１点目につ

きましては、国民健康保険の予算に

ついて、全体的な総括ということで

質問をさせていただきました。団塊

の世代の方の７５歳到達に伴って、

現役世代の社会保険への移行とか、

高齢者医療制度に移行されるとい

う関係で、国民健康保険の被保険者

数が減少傾向であるとのことでご

ざいます。 

 やはり国民健康保険特別会計と

いうのは、国の様々な制度に影響さ

れる部分もありますので、その辺り

はしっかりと健康維持という観点

も含めて、国民健康保険の適正な運

営といったことに取り組んでいっ

ていただきたいということで、この

点は要望とさせていただきます。 

 ２点目の子ども・子育て支援納付

金分現年分の滞納についてでござ

いますが、もし滞納がなければ、来

年度に項目として挙げるというこ

とではないと思います。また、今の

保険制度につきましても減免とか、

窓口でも相談者に寄り添っていた

だいている面もありますから、滞納

とならないよう、これから周知も含

めて、しっかりと取り組んでいって
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いただければと思いますので、要望

としておきます。 

 ３点目の子ども・子育て支援納付

金で、この歳入歳出の差額の分につ

いてでございます。歳入も歳出も名

称は一緒なんで、私はてっきりいた

だいた分は、もうそのまま府へ納付

だと思っていたんですが、この保険

以外の部分も含めて歳出にされる

ということでございます。そういう

意味では、やはり国民健康保険の財

政というのは、感染症がはやれば、

歳出が増えてくるということもあ

りますし、また、国の制度によって

影響があるのは、先ほど申し上げた

とおりですので、毎年のこの財政基

盤は、構造的に不安定という面もあ

るかと思いますので、子ども・子育

て支援納付金に限らず、財政支援を、

国等々に要望もするなり、また、取

り組んでいっていただきたいとい

うことで、この点は、要望としてお

きたいと思います。 

 ４点目、２回目の質問といたしま

して、令和６年度の決算の折に御答

弁があったことを含めての確認な

んですが、この人間ドックの助成金

等々につきまして、件数的なことを

やっぱり伸ばしていくべきなんだ

ろうということの観点の中で、啓発

として、市のＬＩＮＥ活用というこ

ともあったと思いますので、そうい

う辺りも含めながら、この令和８年

度の啓発・周知のことについてお考

えをお尋ねしたいと思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  質問１点でご

ざいます。 

 田村参事。 

○田村国保年金課参事  村上委員

の４番の質疑について２回目の答

弁を申し上げます。 

 令和８年度に向けて、人間ドック、

脳ドック費用助成制度の周知・啓発

で検討を加えている点についてで

す。御紹介いただいたように、昨年

４月に行いました摂津市公式ＬＩ

ＮＥでの一斉配信は、若年者への周

知効果を高めると思われることか

ら、引き続き取り組んでまいります。 

 また、昨年１１月の市民健康まつ

りでは、特定健診の受診勧奨と合わ

せた従来の周知に加え、特設会場で

のクイズイベントを通じて、人間ド

ック、脳ドック助成制度についても、

参加者の方々に知っていただくよ

うに取り組みました。対面してのコ

ミュニケーションにより、言葉だけ

ではなく、表情、声のトーン、身ぶ

り手ぶりといった非言語的な要素

が組み合わさることで、啓発の内容

がよりリアルに熱意を持って伝わ

ったものと考えます。 

 ＳＮＳなどのデジタルツールと

対面での周知活動の相互のメリッ

トを意識した手法を検討すること

で、情報の浸透力と行動変容の確率

をより高められるように工夫して

まいります。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  この人間ドック

助成金につきましては、先ほど、啓

発とかで周知に努めていくという

ようなお話もございました。 

 この制度を活用するに当たって

は、一度、全額自分が受診するとこ

ろにお支払いをしていただいて、そ

の領収書なりを持って、後で、人間
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ドックでいけば、上限２万６，００

０円まで、脳ドックは上限２万円ま

でという金額を、お支払いをすると

いうことであります。ただ、人間ド

ックの費用は、やっぱり基本的な部

分としても、５万円、６万円とかい

うこともありますし、また、脳ドッ

クにつきましては、３万円とか、４

万円とかを、１回自分で払わなけれ

ばいけないというのが、少しハード

ルがあると思いますから、例えば受

診するところで、この助成額を減額

した金額を、直接窓口へお支払いす

るような制度というのも、１回考え

ていっていただきたいと思います

ので、この点を要望して、私の質問

を終わりたいと思います。 

○光好博幸委員長  村上委員の質

問が終わりました。 

 次に、増永委員。 

○増永和起委員 それでは、国民健

康保険令和８年度の特別会計当初

予算と、令和７年度補正予算を含め

て、質問をしていきたいと思います。 

 条例は、先ほど質問も出ていまし

たので、要望とさせていただきたい

と思います。 

 まず、質問番号１番、保険料でご

ざいます。 

 今年度は、国民健康保険料が前年

度と比べて、少し下がるとなってい

たかと思います。また、令和８年度、

新年度は値上げが行われると思う

んですけれども、まず、摂津市の１

人当たり保険料、２０２６年度は幾

らなのか、今年度との差額は幾らな

のか、教えていただきたいと思いま

す。 

 そして、２０１８年度から統一化、

都道府県化が始まり、統一化に向け

てスタートするということで、連続

値上げがされてきたかと思うんで

すけれども、その手前の２０１７年

度と２０２６年度との差額も教え

てください。 

 また、今は１人当たりのお話をさ

せていただきましたけれども、モデ

ルケースでどうなのかということ

も伺いたいと思います。 

 モデルケースは、６５歳以上単身

世帯、年金収入月１２万円、これを

Ａとします。それから、６０歳から

６４歳の夫婦、年金収入各７万円、

これをＢとします。それから、４０

代夫婦と小学生２人、所得２１０万

円を、Ｃとします。このＡＢＣ、三

つのケースで、それぞれ２０２６年

度の保険料は幾らになるのか。そし

て、また２０２５年度は幾らなのか、

差額は幾らかについても教えてい

ただきたいと思います。 

 そして、質問番号２番になります。 

 国保の財政についてお伺いした

いと思います。補正予算について、

保険料の減額補正、また基金の繰入

金の増額補正などが挙げられてい

ますが、この内容について御説明く

ださい。 

 また、令和８年度当初予算で摂津

市の基金残高は、一体幾らになるの

かということについても、教えてい

ただきたいと思います。 

 質問番号３番です。 

 保険料減免と一部負担金の減免

についてお伺いします。保険料の減

免は、もう摂津市独自のものが完全

になくなって、府内統一基準だけに

なってしまいました。件数と金額を

教えていただきたいと思います。 

 また、医療費の一部負担金、医療
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費窓口でお支払いしなくても、医療

にかかれるという制度でございま

す。私は、国民健康保険が社会保障

であって、全ての国民が医療を受け

ることができる国民皆保険制度の

下支えとしての役割、社会保障の理

念、これがこの一部負担金減免の制

度に結実してると思うんです。お金

がなくても、医療費の窓口負担ゼロ

で見ていただけると、そういう制度

でございますが、これも統一基準に

なってしまいました。件数と金額を

教えてください。 

 質問番号４番です。 

 今、保険証というものがなくなっ

て、資格確認書になったと同時に、

以前は、資格証と言っていた１０割

負担で、医療にかからないといけな

いというものが、特別療養費の資格

確認書という名前になったと思う

んですけれども、これについても、

直近の対象世帯数について、教えて

いただきたいと思います。 

 質問番号５番です。 

 マイナ保険証についてです。マイ

ナ保険証の登録率、利用率、また、

保険証登録利用の解除の申請件数

について教えてください。 

 以上、５点です。よろしくお願い

します。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、増

永委員の５点の御質問にお答えい

たします。 

 まず、１点目の保険料関係が三つ

あったかと思います。 

１点目、まず２０２６年度、令和

８年度の１人当たり保険料のお問

いでございます。令和８年度の１人

当たり保険料につきましては、調定

ベースで年額１２万５，１９５円で、

令和７年度の１２万４２９円から

４，７６６円の増となっております。 

 それから、２０１７年度、平成２

９年度との比較ということでのお

問いでございます。国保の広域化は、

２０１８年度、平成３０年度からで

ございますので、制度の仕組みが異

なっているということもありまし

て、一概に比較できるものではござ

いませんが、その上で申し上げます

と、平成２９年度の１人当たり保険

料が、年額で９万７，０４４円、先

ほど申し上げましたように、令和８

年度の１人当たり保険料が、年額１

２万５，１９５円で、差としては２

万８，１５１円となっております。 

 それから３点目、モデルケースに

ついてのお問いでございます。６５

歳以上の単身世帯の方で、年金収入

が月１２万円の世帯、これをケース

Ａということで、６０歳から６４歳

の２人世帯の年金収入が、それぞれ

月７万円の世帯をケースＢと、４０

代夫婦で子供２人で所得が２１０

万円の世帯、これをケースＣいうこ

とでお答えさせていただきますと、

ケースＡの場合については、令和８

年度は年間で２万７，８３１円とな

りまして、令和７年度の２万６，９

３７円から８９４円の増となって

おります。 

 それから、ケースＢにつきまして

は、令和８年度は年間で５万３，４

４５円で、令和７年度の５万１，８

４４円から１，６０１円の増となっ

ております。 

 ケースＣの場合は、令和８年度が
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年間で４７万４，２６０円で、令和

７年度の４５万９，４８１円から１

万４，７７９円の増となっておりま

す。 

 ２点目の補正予算の概要につい

ての御質問でございます。補正予算

の主な内容としましては、主要な公

費である基盤安定繰入金の確定に

基づく、予算現額からの増減の調整

であったり、また、保険料の年度末

の収納見込み、過年度返還金等の歳

出予算の状況を踏まえ、年度末の収

支見通しの下、基金等の繰入れなど、

必要な予算を計上しているもので

ございます。 

 なお、保険料については、令和７

年１２月末までの収納額の状況か

ら、着地点となる年度末の全体の収

納見込額を試算し、予算額との差分

を減額するものでございます。 

 それから、併せて、市の令和８年

度の基金残高でございます。これは

あくまでも予算ベースでございま

すけれども、令和８年度の予算ベー

スでの基金残高としましては２億

８，８９２万７，９４３円となって

おります。 

 ３点目の減免の御質問でござい

ます。 

 委員からもありましたように、保

険料減免と一部負担金減免につい

ては、令和６年度から府内統一基準

となっております。 

 主な所得収入減少に関わるもの

で、令和７年１２月末時点で申し上

げます。 

 まず、保険料減免についてでござ

いますけれども、こちらが３３５件

で５，４８３万６，１５７円の減免

を実施しております。 

 次に、一部負担金減免につきまし

ては、２件で４万７，０１０円の減

免を実施しております。 

 ４点目の特別療養費の資格確認

書についての対象者数ということ

でございます。こちら直近で把握し

ています令和８年２月末時点で申

し上げますと、７世帯となっており

ます。 

 ５点目のマイナ保険証について

の御質問でございます。マイナンバ

ーカードを健康保険証として利用

するいわゆるマイナ保険証につい

ての登録状況でございます。こちら

令和７年９月時点で申し上げます。

被保険者１万３，４８４人のうち、

保険証利用登録者が８，２３７人と

なっており、登録率としては６１．

１％となっております。 

 次に、どれぐらいの方がマイナ保

険証を利用されているのかの利用

率についてですが、同じく令和７年

９月時点で、外来レセプト件数１万

８，００９件のうち、オンライン資

格確認の利用者、マイナ保険証を利

用されたという方が７，７５７人と

なっておりまして、利用率としては

４３．１％となっております。 

 それから、マイナ保険証の利用登

録解除の状況ということでござい

ます。令和６年の１１月５日から、

マイナ保険証利用登録解除申請の

受付が始まっておりまして、令和７

年３月末までの令和６年度の件数

で申し上げますと、延べ１７件とな

っております。 

 また、令和７年度の状況としまし

て、４月１日から直近令和８年の１

月末までで、延べ７９件、先ほどの

令和６年度を含めた全体で申し上
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げますと、延べ９６件となっており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 質問の途中でございますが、暫時

休憩します。 

（午後２時３０分 休憩） 

（午後２時５５分 再開） 

○光好博幸委員長  それでは再開

します。 

 答弁が終わりましたので、質疑で

ございます。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 それでは、２回目

の質問をさせていただきます。 

 まず、質問番号１番、国民健康保

険料でございますが、本当にすごく

高くなったと、今答弁をお聞きして

いて思いました。昨年度は少し下が

ったとはいえ、また値上げというこ

とで、大阪府内統一に向けてスター

トした２０１８年の１年前、２０１

７年からすると、１人当たり保険料

で２万８，１５１円も値上がりして

いるということでございます。これ

は１人当たりですので、御家族がい

らっしゃるところは本当に大変な

ことだと思います。 

 モデルケースで考えても、４０代

夫婦、子供二人、給与所得２１０万

円、この世帯では去年から今年で１

万４，７７９円、この物価高騰の中

で値上げということであります。本

当に保険料は家計を直撃する負担

になっていると思っています。 

 統一化をやっていくに際して、や

はり大阪府が国保を財政面で担っ

てくれるということで、安定するん

だというお話があったかと思うん

ですけれども、本当に安定している

と言えるのかと、保険料はどんどん

上がっているじゃないかというこ

とについては、しっかりと摂津市と

して、本来保険料を決める決定権は

摂津市にあるので、そのことを言っ

ていっていただきたいと思います。 

 私の家に入ってた府政だよりの

裏の面に、府内市町村統一の国民健

康保険料のお知らせというのがあ

るんです。 

 ここに書いてあるのを読みます

と、「どこに住んでも、同じ所得、同

じ世帯構成であれば、同じ保険料と

いうふうになる」ということが書い

てあるんですけど、保険料は府と府

内市町村の協議で保険料率を算定

し、市町村は府が示す保険料に基づ

いて、府民の皆さんの所得や世帯構

成などに応じた年間保険料額を決

定していますと、料率は府と市町村

が一緒に考えていますよと、決定は

市町村ですって書いています。 

 大阪府は、府議会で聞かれてもそ

のように言うてはりますけれども、

摂津市が決定権があるということ

は、大阪府も認めているということ

になると思うので、こういう値上げ

の保険料はやめて、市民に皆さんの

物価高騰の中で、値上げではなく値

下げを新年度はぜひ行っていただ

きたいと思っています。 

 これは、ほかのところでまた合わ

さっていく話でございますので、質

問番号１番は要望にしておきます。 

 質問番号２番です。 

 国保の財政についてです。 

 補正予算のお話ですけれども、収

納の見込額が思っていたよりも増

えなかったということでございま
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す。 

 国民健康保険料減額の予算が出

ていますけれども、これは大阪府に

対して事業費納付金として年度当

初に払っていると思うんですけれ

ども、保険料を集めてその金額を支

払おうとしたけれど、足りなかった

ということで、その足らずをどうし

ているかというと、基金を崩して繰

り入れているということでござい

ます。 

 これは以前にもあったことです。

２０２３年度の決算のお話をさせ

てもらったときに、４億円あった摂

津市の国保基金の１億円を取り崩

して、それを大阪府の納付金に当て

ざるを得ないという事態がござい

ました。しかもそのとき、少し記憶

が曖昧ですが、４３市町村あります

けど、三十幾つ、過半数の市町村が

同じように、この基金を取り崩した

り、黒字額を減らしたりということ

で対応したと聞きました。 

 大阪府が国保の財政を持つとい

うことは、先ほども言いましたけれ

ども、財源をしっかりと安定させる、

小さな市町村だと本当にちょっと

したことで国保料が変わってくる

とか、払わないといけないお金が払

えなくなるとか、赤字財政になるの

ではないかなど、いろんなことが言

われて都道府県がそれぞれ持ちな

さいとなっていったわけですが、４

億円もある基金を１年間で１億円

も取り崩すっていうようなことで、

こんな不安定なことは今まで摂津

市単独でやってきた中でなかった

と思うんですけれども、そういうこ

とが起きてきているということを

指摘したはずです。 

 ところが今度、そのときと比べた

ら金額的には少ないですけれども、

やっぱり同じように事業費納付金

の分に基金を取り崩して入れると

いうことが行われています。 

 これは、他市の状況は一体どのよ

うになっているのか。摂津市だけの

問題なのか。それとも、前回と同じ

ように大阪府下のいろんなところ

でそういうことが起きているのか。

ここについて、２回目はお聞きした

いと思います。 

 そして、１回目で摂津市の基金残

高は、２０２６年度当初予算という

ことでお聞かせいただきました。２

億８，８００万円、その後、９２万

７，９４３円まで言っていただきま

したけれども、これ、この間決算が

あったところですよね。 

 ２０２４年度の決算では、摂津市

の期末残高は３億２，５１５万２，

０００円、この細かい数字は出てき

てませんけれども、そうだったんで

すよ。ここからやっぱり減ってるん

ですよね、２億８，０００万円です

から。どんどん摂津市の基金が目減

りをすることが続いていっていい

のかと感じます。 

 その一方で、新年度の大阪府の当

初予算の基金がどうかというのは、

私ちょっとまだ見られてませんけ

れども、この２０２４年度の決算は

大阪府も出しています。その決算で

は、基金は１７６億７，５００万円

ということなんです。２０２３年度

は１５４億円ですから、２０億円ほ

ど２０２３年度から２０２４年度

にかけて増やしてるんです。これは、

この１年間だけではありません。２

０２０年度から大阪府の基金はど
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んどんどんどん増えていってます。

２０２０年度は１３４億円だった

んです。それが今、２０２４年度の

末では１７６億円まで増えている。 

 大阪府の基金はどんどん膨らん

で、各市町村の基金や黒字がここへ

吸い上げられているという状態に

なっているのではないかというこ

とも指摘をさせていただきました。

また今回も同じようになっている

と思うんですけれども、これについ

ての認識を伺いたいと思います。 

質問番号３番です。 

保険料減免と一部負担金の減免

の数字を教えていただきました。 

摂津市の減免制度は本当にいい制

度で、たくさんの方がこれによって

救われたということを、私は聞いて

います。低所得者に対しての減免な

んですね。 

今の制度は、所得が急激に減った

という人を対象とした減免ですか

ら、１回きりしか使えないとか、失

業したときしか使えない。去年も低

所得、今年も低所得という方は使え

ない減免です。摂津市の場合は、生

活保護基準と比べてみてしんどい

人には減免するということになっ

ていたわけですが、そういうことが

やれなくなっている。しんどい人ほ

どしんどいままで、保険料はどんど

ん上がりもう滞納もしてしまわざ

るを得ない状況に追い込まれてい

って、保険料の徴収が難しくなって

という悪循環じゃないのかなと思

います。 

 やはり、大阪府の保険料減免制度

だけでは駄目ですということをし

っかり言っていただいて、保険料減

免の拡充をということは言うてい

ただいていると思いますが、さらに

ほかの市町村とも声を合わせて、し

っかりとこの減免制度を大阪府に

対して求めていただきたいと思い

ます。 

そして、法律的には市町村に権限

がございますので、大阪府に言って

も駄目なのであれば、摂津市で、保

険料減免をやりますって言えばい

いだけなんです。それをしっかりや

っていっていただきたいと思いま

す。 

 もう一つの、医療費の一部負担金

減免についても摂津市は、本当に使

いやすい制度で、非常に親切に丁寧

に窓口でも対応していただいてお

りました。先ほども言いましたけれ

ども、お金がなくて医療にかかれな

いという方がないように、医療費の

窓口負担を払わなくても大丈夫と

いうことで支えていただいたとい

う制度になっているわけです。 

 今、大阪府の一部負担金減免は、

本当に制度として使いにくいもの

になっています。前にも御紹介した

かもしれませんけれども、子供さん

がいてて、進学前にしてお父さんが

がんになって、治療をするためには、

大阪府の制度だと子供のための学

費としてためてきたものを全部吐

き出さないと、これ使えないんです

よね。 

 ところが摂津市の場合は、預貯金

は見ず、今の収入の減だけで見ると

いうことでやっていただいており

ました。ところが、もう今はそんな

に使えない、たったお二人というこ

とでしたっけ、先ほどの利用者数、

非常に少なくなったと思っていま

す。これもぜひ大阪府に言って、制
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度を改善するよう要望し、できない

のであれば自分でやると摂津市に

決断をしていただきたいと思いま

す。 

 この３番目については要望にし

ておきます。 

 質問番号４番目です。 

 特別療養費の資格確認書につい

て、今まで資格証って言っていた分

ですけれども、対象世帯は７世帯と

いうことです。 

 ここはまだ大阪府が運営につい

て特に口出しはしないと思うんで

すけど、以前、子供たちにまでこの

資格証を発行して、子供たちが医療

にかかれないということは大問題

になりました。新聞各社も報道し、

ここで子供には資格書を出さない

でおこうという法改正も行われて、

１８歳以下の子供たちにはそうい

うことはしないというふうになり

ました。 

 摂津市は、そのときからずっと、

資格書を出す前にはきちっと家庭

訪問までやって、そこの家族の状況

とかいろいろ聞き、つかんでいただ

いて、よっぽどでなければ出さない

という方針を取ってここまで来て

いただいている、この精神は今も多

分きちっと守っていただいている

から、これだけの人数にしかなって

いないと思います。 

７世帯がどうなっているのかは

非常に心配なんですけれども、働き

かけもしていただいて、特別療養費

の資格確認書という名前になりま

したけれども、摂津市は安易に発行

しないという姿勢をぜひ貫いてい

ただきたいと思います。これは要望

といたします。 

 質問番号５番、マイナ保険証につ

いてです。 

 マイナ保険証は一般会計からや

ってるわけですけれども、利用率が

半分もいかないという状況だと思

います。お医者さんに行っても、マ

イナ保険証で診療というのをなか

なか皆さん思うようにできなかっ

たり、トラブルがあったりというこ

とをいろいろお聞きしてます。 

 そもそもマイナンバーカードを

持ち出してうろうろ持って歩くと

いうのが、高齢者の方は特にすごく

抵抗があるということで、資格確認

書でやっておられるという方がや

っぱり半分以上だなと思いました。

このことについても市民課にも言

ったんですけれども、強制ではない

んだと、また、一旦マイナ保険証に

なっても元に戻せるんだというこ

ともぜひ言っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたい

と思います。要望です。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  質問は１件で

す。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２

点目の御質問の、令和７年度の他市

の収支状況と、基金の関係です。 

 まず一つ目の令和７年度の他市

の収支状況はどうなのかというと

ころでございます。 

 幾つかの近隣市に確認をさせて

いただきましたけれども、どの団体

もおおむね令和７年度については

収支均衡に近い見込みであると聞

いております。 

 それから、府と市の基金の状況に
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ついてのお問いでございます。 

 大阪府においては、後年度の給付

費等の上振れへの備えとして、基金

に積立てを行っておりますけれど

も、これは後年度の保険料を抑制す

るためのものでございまして、実際

に令和８年度の保険料算定では、保

険料抑制財源として取崩しをし、保

険料の抑制にもつながっていると

ころでございます。 

 また、市の基金におきましても、

財政調整事業という形で、令和８年

度も１人当たり６８０円の保険料

抑制ということで、保険料抑制財源

としての活用がなされております

し、過去でいいますと、令和４年度、

５年度での収支不足の備えとして

基金を活用していただいていると

ころでございます。 

 したがいまして、府と市の基金の

状況をどう捉えているのかという

お問いでございますけれども、先ほ

ど申し上げたように、いずれも年度

ごとで増減もございますので、その

状況を捉まえて一概にこうである

とは言えませんけれども、いずれの

基金も適正に管理されているとい

う認識でございますし、引き続きそ

の推移については注視してまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  私が聞いたとこ

ろによりますと、ほかの市でも基金

が減ったり黒字が減少したりする

ということは起きてると伺ってい

ます。 

 全市を調べたわけではありませ

んので、近隣市ですけれども、例え

ば茨木市は、黒字額がどんどん減っ

ていってるんです。あそこは基金を

つくってないことを問題にされて、

市民団体からもいろいろ保険料を

上げるなと、基金が何でこんなに減

るというようなことも運動として

言ってるというお話も聞いていま

す。 

 もしも、今おっしゃるように、ほ

かのところは収支均衡でいけてて、

摂津市だけがまた基金を減らして

保険料の穴埋めにするというよう

なことが起きてるのだとしたら、摂

津市は何でこうなってるのかとい

う原因究明をしないといけないと

思います。摂津市単独の問題である

ならば、基金がどんどん食い潰され

ていって、同じようなことが何回も

繰り返されたとしたら、基金が枯渇

してしまう、それでもまた赤字が出

る、そういうことになったら一体ど

うするんでしょうか。 

 そういうことになったら、大阪府

は基金を持ってて、ここで貸します

よという話をするんですよね。これ

は大阪府のお金じゃありません、国

がつくった国保の財政調整基金と

いうもので、全国の都道府県に国保

のことについて責任を持ってほし

い、その代わり、これを何かあった

ときには使うてやいうて財源を渡

したわけです。その基金がある、今

さっき言ってた増えていってると

いうのはこの大阪府の基金ですよ

ね。 

 もし摂津市のお金が全部なくな

って、それでも赤字が出るとなった

ら、この基金から借りるということ

になるんですね。この基金から借り
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たら、どうやって返していくのか。

このことについてちょっと教えて

いただきたいと思います。 

 今私、手元に厚生労働省の都道府

県国民健康保険運営方針策定要領

（令和５年度）を持ってるんですけ

れども、国は、市町村から医療費の

支払いとかそういうものを都道府

県に任せなさいよということで、都

道府県と市町村にそれぞれ言うて

るんです。 

 財政収支の改善に係る基本的な

考え方というところで、国民健康保

険が１会計年度単位で行う短期保

険であることに鑑み、原則として必

要な支出を保険料や国庫負担金な

どにより賄うことにより、国民健康

保険特別会計において収支が均衡

していることが重要である。国民健

康保険って、一般会計のお金と違っ

て、いっぱいお金を積み上げたりと

か、そういうことをしたら駄目です

よと、１会計年度、１年で大体収支

が均衡になるように考えていきな

さいよということなんですね。 

 都道府県国民健康保険特別会計

も同様に、原則として必要な支出を

納付金や国庫負担金などにより賄

うことにより、収支が均衡している

ことが重要である。市町村だけと違

いますよと、都道府県もどんどん国

保で基金を増やすみたいなことを

するのはよくないですよと、１年間

で収支が同じようになるようにし

なさいよっていうことを言うてる

わけです。 

 さらに、これは都道府県に対して

ですけど、必要以上に黒字幅や繰越

金を確保することのないよう、また

逆に、各年で保険料水準が過度に上

下することを避けるよう、市町村の

財政状況をよく見極めた上で、バラ

ンスよく財政運営を行っていく必

要があることに留意をするって、こ

れ都道府県に向かって言ってるん

です。 

 だから、市町村の運営が不安定や

というのは、都道府県がちゃんと考

えなさいよと、事業費納付金を払え

ないというのは、保険料を払えない

から基金を繰り入れるというふう

なことが各所で起こってる、または

複数年で起こってる、こういうこと

になったら、その事業費納付金の金

額ってほんまにええのんというこ

とを考えなあかんのは、都道府県に

なる、大阪府になる。 

 ところがまた、前回あったような

ことがここで起きている。摂津市だ

けの問題があったら、摂津市の問題

を考えなあきませんけど、もしほか

の市町村もそんなんやったら、大阪

府が考えなあかんことなんですよ。 

ぜひしっかりとそこは追及しても

らいたいと思います。何でこんなこ

とになっているのか。市町村ごとの

標準保険料率は、標準的な収納率を

基に算定した、各市町村が徴収すべ

き額に係る保険料率であるため、決

まったことをやってたらっていう

ことですね、市町村標準保険料率を

賦課し、標準的な収納率の保険料を

徴収することができていれば、基本

的に赤字は発生しない。国はそうい

う制度設計をしてますよと言うて

るわけです。 

 連続して基金が減っていくとか、

連続して黒字額は減っていくとか、

そんな状況はおかしいわけですよ。

何でこんな赤字になるような運営
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を大阪府がやっているかというこ

とについて、しっかりと追求しても

らいたいと思います。 

 まずは、基金が枯渇してそれでも

赤字が出たら一体どうなるのかに

ついて、府のお金を借りることにな

るんだろうと思いますけど、その返

済の仕方も含めて御答弁いただき

たいと思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長  仮に大阪府

の財政安定化基金の貸付けを受け

る場合については、貸付けを受けた

翌々年度から３年間で償還すると

いうのが原則になっておりまして、

国保運営方針上も、基本的に保険料

に返済の分を上乗せして徴収し、そ

れを３か年で返すというのが基本

的な考え方となっております。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 そうですね。大阪

府からお金を借りるという羽目に

陥ったら、それを今度返していかな

あかんのですけど、どうやって返す

かっていったら、一般会計繰入れは

禁じられていますので、集める保険

料に上乗せをして市民の皆さんに

負担いただいて、それで返していく

っていうことになるんですよ。 

 大阪府下、同じ所得、同じ世帯人

数なら同一保険料、これが府内統一

化のうたい文句ですけれども、そう

いう借金をしてしまったところだ

けは、大阪府下の中でそこだけ保険

料が高い、こういうことになるんで

すよ。市町村がこういうことになら

ないようにするのが大阪府の役割

じゃないでしょうか。今の事業費納

付金の金額って、本当にこのままで

いいんでしょうか。 

 今、国保の運営方針というのがあ

ります。これが前は３年で見直しや

ったんですが、この間から運営方針

の期間を６年に延長しました。６年

間見直しがないということになり

ますけれども、本来でしたら、３年

目というのがこの令和８年度にな

ると思います。中間見直しをすべき

やと思うんです。 

 本当に事業費納付金の金額ええ

のんかと、先ほどから言ってます保

険料率がどうかとか、それから減免

制度はどうやねんとか、こういうこ

とも含めてしっかりこの３年間、統

一化になってからの後のことを見

直すべきやと思うんですけれども、

その中間見直しの予定について、ス

ケジュールとか、摂津市の考え方で

すね、また摂津市としてそれをどう

訴えていくのかみたいなこともお

聞かせいただけたらと思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、国

保運営方針の中間年についての市

の考えということで、スケジュール

等も含めて摂津市としてどのよう

に訴えていくのかということでの

お問いでございます。 

 現行の運営方針につきましては、

対象期間が令和６年度から令和１

１年度の６年間になっております。

副委員長からもありましたように、

策定後の３年後で言いますと、令和

８年度が中間年度になるというと
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ころで、運営方針上、策定後３年を

めどに、必要に応じて運営方針の見

直しを行うとされております。 

 この見直しが行われる場合には、

スケジュール的にはこれまでの運

営方針の策定と同様のスケジュー

ルになるかと思います。具体的には、

本年の秋頃に大阪府より素案が示

され、市町村への法定意見聴取を受

け、またパブリックコメントを受け

て、年内に大阪府において取りまと

め等がなされるものと思われます。 

 本市としましては、令和５年度に

現行の運営方針を策定した際に、市

の法定意見聴取といたしまして、大

阪府に対しては、一つには、保険料

統一後の財政状況等を見極めるた

め、国はおおむね６年としておりま

したけれども、素案上も６年となっ

ておりましたので、そこはしっかり

と見極める意味で、運営方針の対象

期間を６年間ではなくて、従前の運

営方針と同様に３年間とするよう

求めた経緯もございます。 

 したがいまして、令和８年度の中

間年度においては、このタイミング

でしっかりと見直すべきは見直す

よう大阪府に対して求めるととも

に、先ほども副委員長からありまし

たけれども、納付金算定での精緻な

推計等については大阪府に対して

一貫して求めているところでござ

います。それも含め、先ほどの府内

統一基準での減免制度の拡充につ

いては引き続き大阪府にも伝えて

まいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  ぜひしっかりと

中間見直し、必要とあればと言うて

ますので、声が上がれへんかったら

やらないという可能性があります

ので、ぜひ声を上げていただいて、

しっかり見直しをしていただくよ

うお願いいたします。 

 今度の値上げでも、大阪府の基金、

２０２３年度の実質的な黒字の半

分だけ引下げに使いましたけれど

も、半分は基金に繰り入れましたの

で、それが６６億円あるので、これ

を使えば今回値上げせんで済んだ、

反対に値下げができるということ

やったと思いますので、そういう方

法の問題についてもしっかりと正

していただいて、中間見直ししてい

ただいて、本当に国民健康保険が国

民の命と健康を守る、そういう社会

保障の制度として生きるようにし

ていただきたいと思います。 

 最後に、条例について意見を述べ

させていただきたいと思います。 

 今回の子ども・子育て支援金を公

的医療保険に上乗せして徴収する

という制度でございますけれども、

これは低所得の方ほどやはり負担

が大きくなるような内容になって

いると思いますし、光田委員の質問

でもありましたように、今回の金額

がずっと続くんではなくて、だんだ

ん後年に金額が引き上がるという

ことも言われています。 

 日本共産党は、政府が少子化対策

として導入する子ども・子育て支援

金の負担っていうのは、保険料に上

乗せをする、徴収するっていうやり

方自体が禁じ手だと言わざるを得

ません。後期高齢者の皆さんにまで

乗せていく、そしてまだ１９歳、そ
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ういうような人たちにまでこの子

育て支援金を取っていくっていう

ことになっていくと思いますので、

こういうやり方は本当に許せない

と思っております。 

日本共産党は、このことについて

は反対を唱えております。ぜひ現場

からも声を上げていただきたいと

思います。 

 これで質問を終わらせていただ

きます。 

○光好博幸委員長  増永副委員長

の質問が終わりました。 

 改めまして、そのほかございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で、質疑を

終わります。 

 次に、議案第８号及び議案第１４

号の審査を行います。 

 本２件につきましては補足説明

を省略し、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手にてお願い

いたします。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、後期高齢者

医療保険について、１点だけ御質問

させていただきたいと思います。 

 まず１回目なんですが、子ども・

子育て支援金ということで、国民健

康保険の特別会計については、項目

として子ども・子育て支援というこ

とで載ってたんですが、この後期高

齢の会計予算書についてはその項

目がないので、その辺りを１回目に

確認をさせていただきたいと思い

ます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、後

期高齢者医療保険の子ども・子育て

支援分について記載がないという

ところでの御質問でございます。 

 こども家庭庁によりますと、後期

高齢者医療保険では、会計費目とし

て、市区町村においては医療分と子

ども分を分ける必要はなく、従前の

ままとし、医療分との合算額で計上、

収納管理をするとされております。 

 そのため、会計費目は従前どおり

で、文言としては表示されておりま

せんけれども、後期高齢者医療特別

会計で、歳入では特別徴収の保険料、

普通徴収の保険料、それから歳出で

は、後期高齢者医療広域連合納付金

に子ども・子育て支援分が含まれて

おります。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  明記をされてい

ないということであれば、逆に予算

書、もしこの質疑がなければ、どう

いう形で「入」と「出」があるんだ

というのが見えづらいと思ってお

りますので、そういう意味では、や

はり表示をするという方向で、例え

ばこども家庭庁に申し上げるとか、

何か我々の審査がしやすいような

表示の方法ということも含めてや

っていっていただきたいと思いま

す。 

 ２回目の質問といたしまして、国

民健康保険の特別会計については、

若干総額が下がったというお話で

ございましたけれども、後期高齢者

医療保険につきましては、令和７年

度の当初と比較いたしまして約２
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億４，０００万円が増額になってお

ります。 

 もう一点は、令和７年度と６年度

の差ということで５，０００万円ほ

どなんですけれども、この令和７年

度の補正予算がありますから、補正

と令和７年当初を足しても、令和６

年度との差というのが１億円ほど

なんですが、今回、令和７年度と令

和８年度の当初予算を比較すると、

その１年前よりも倍以上増額にな

っているということですので、その

辺りの保険料も含めて認識をお尋

ねさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 保険料、納付

金も合わせてですけれども、増額と

なっている要因でございます。 

 こちらにつきましては、やはり被

保険者数の増加によるものももち

ろんございますし、令和８年度、９

年度については、第１０期の保険料

率改定というのがございました。そ

れによって均等割、所得割率の変更

がございます。 

 従前は医療分だけだったんです

けれども、令和８年度から医療分と

子供分の二つになりまして、医療分

については均等割額が６万４，９３

１円、所得割率が１１．５１％、そ

れから、令和８年度から新たに賦課

される子ども・子育て支援金の子ど

も分については均等割額が１，３７

３円、所得割率が０．２４％であり、

合計した均等割額としては６万６，

３０４円、所得割率としては１１．

７５％となります。１人当たり平均

の保険料の年額としては、１１万４

１２円となっております。 

 現在の第９期の保険料と比べま

すと、均等割額が９，１３２円の増、

所得割率は１１．７５％で、増減は

ございませんが、所得割については

子ども分と医療分の増減で、結果的

には１１．７５％でプラス・マイナ

スがゼロというような形になって

おります。また、１人当たりの平均

保険料については、年額で１万４，

７４６円の増となっております。 

 先ほど国保のほうで、光田委員の

御質問でもありましたけれども、子

ども・子育て支援金につきましては、

後期高齢者医療も同様に、令和８年

度から１０年度にかけて段階的に

保険料が増額になり、子ども分の保

険料については、令和９年度も改定

される予定となっております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  国民健康保険料

も後期高齢者医療もそうなんです

けれども、特にこの後期高齢につき

ましては、収入で保険料を頂く分以

上に、この大阪府の広域連合への納

付金というのがあり、制度上はそう

なってるんですけれども、やはり保

険料というのは、理事者の皆様も上

げたくないというか、本当は下げて

いきたいという思いは多分持って

おられると思います。ただ、この歳

出の面を考えると、一定額歳入とし

ても、保険料等も基金のことも含め

て確保しなければいけないという

のが頭を悩ませるところだと思う

んですが、ただ、国民健康保険も含
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めて後期高齢も国民皆保険という

ことで、皆様で運営していこうとい

うのが一つの主体だと思いますの

で、そういう意味も含めて、やはり

歳入面も歳出面も様々な観点から

目を向けていただいて、しっかりと

した運営に取り組んでいっていた

だきたいなと思います。 

 また、先ほどの御答弁の中で、こ

の令和８年度、９年度は第１０期と

いうことなので、令和９年度は大き

な増額はないのかもしれないけれ

ども、令和１０年度はさらに上がる

という想定もされますので、３年後

ではあるんですけれども、２年後と

いうこともまた踏まえていって、後

期高齢の運営をやっていっていた

だきたいと思いますので、またよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  村上委員の質

問が終わりました。 

 次に、増永副委員長。 

○増永和起委員 それでは、後期高

齢者医療保険の質問をさせていた

だきます。 

 まず、質問番号１番としましては、

医療費の自己負担割合の状況につ

いてお伺いしたいと思います。 

 以前は、後期高齢者の医療保険は

全部１割負担ということでしたけ

れども、今は１割・２割・３割と負

担額が変わってきています。それぞ

れの人数と割合について教えてく

ださい。 

 質問番号２番でございます。 

 マイナ保険証について、先ほど国

保でも聞きましたけれども、マイナ

保険証の登録率、利用率、保険証利

用登録の解除申請件数を教えてい

ただきたいと思います。また、病院

等で使われている率も教えてもら

いたいと思います。よろしくお願い

します。 

○光好博幸委員長  以上２点です。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長  増永副委員

長の２点の御質問にお答えいたし

ます。 

 １点目の窓口負担割合の人数で

ございます。 

 令和８年１月末現在で申し上げ

ますと、後期高齢者の被保険者数は

全体で１万３，１６８人となってお

ります。そのうち、１割負担の方が

９，４７４人で全体の７１．９％、

２割負担の方が２，６４２人で全体

の２０．１％、３割負担の方が１，

０５２人で全体の８％となってお

ります。 

 ２点目のマイナ保険証の御質問

でございます。 

 まず、マイナ保険証の登録状況で

ございますが、令和７年９月時点で

申し上げます。被保険者１万３，０

６７人のうち、保険証利用登録者が

９，４７８人となっており、登録率

としては７２．５％となっておりま

す。 

 次に、どれぐらいの方がマイナ保

険証を利用されているかの利用率

についてですが、こちらも同様の令

和７年９月時点で、外来レセプト３

万２，０９３件のうち、オンライン

資格確認利用者が１万２，８９６人

となっており、利用率としては４０．

２％となっております。 

 それから、マイナ保険証の利用登

録解除申請の件数でございますが、
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国保同様に令和６年１１月５日か

ら申請の受付が始まっており、令和

７年３月末までの令和６年度の件

数で申し上げますと、延べ２２件と

なっております。令和７年度の状況

としましては、４月１日から直近の

令和８年１月末までで延べ１０件、

令和６年度を含めた全体で言いま

すと、延べ３２件となっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  １割の人が７１．

９％ということで一番多いという

ことです。 

 しかし、この２割、３割の負担割

合の方を増やしていこうという議

論もございます。後期高齢者の方々

の医療負担が大きくなれば、やはり

医療を控えるということにつなが

りかねないので、ぜひ負担割合を広

げるということに反対をしていっ

ていただきたいと思います。 

 入院をしたり手術をしたり、高額

医療になった場合には、高額療養費

というものがあると思うんですけ

れども、このことについて２回目は

教えていただきたいと思います。 

 質問番号２番のマイナ保険証で

すけれども、利用しておられる方は

４割ということで、国保の場合は、

約４３％でしょうか、それよりもや

っぱり下がるということも分かり

ました。 

 マイナ保険証に関しては更新が

あります。電子申請の更新が５年に

１回です。それが高齢者になればな

るほど自分ではできないというこ

とになっていきますけれども、じゃ

あ代わりに誰かができるかという

と、非常に難しいという問題もあり

ますので、無理してマイナ保険証を

引き続きやらなくても大丈夫だと

言っていただきたいと思っていま

す。 

 今の段階では、後期高齢者の方々

には、マイナ保険証を持ってても資

格確認書が届きますという制度に

なっていると思うんですけれども、

令和８年８月以降、１年がたつわけ

ですが、これがどうなるのかという

ことについて教えていただきたい

と思います。 

○光好博幸委員長  質問２点でご

ざいます。 

 答弁を求めます。 

 畑原課長。 

○畑原国保年金課長 それでは、２

点の２回目の御質問にお答えいた

します。 

 １点目、高額療養費についての御

質問でございます。 

 後期高齢者医療制度の高額療養

費については、１か月の医療費の自

己負担額が限度額を超えた場合に、

事後に高額療養費として支給され

るものでございます。この限度額に

ついては、所得区分に応じて６段階

に分かれております。 

 なお、従前は、限度額適用認定証

を医療機関等の窓口に提示するこ

とで、窓口でのお支払いを自己負担

限度額までにとどめるということ

ができましたけれども、令和６年１

２月２日以降については、後期高齢

者医療制度においては、新規の限度

額適用認定証の発行はなくなって

おりまして、代わりに限度額区分が

資格確認書に併記される形に変わ
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っております。 

 それから、２点目のマイナ保険証

の令和８年８月以降の取扱いにつ

いての御質問でございます。 

 後期高齢者医療でのマイナ保険

証の対応状況でございますけれど

も、こちらは、令和６年１２月２日

のマイナ保険証を基本とする仕組

みへの移行に先立ちまして、ＩＴに

不慣れなどの理由により、マイナ保

険証への円滑な移行に向けた暫定

的な運用として、一律に資格確認書

を交付することとなりました。その

後、暫定運用の継続ということで、

令和８年８月の年次更新までの間、

暫定運用を継続することとなって

おります。 

 お問いである令和８年８月以降

の取扱いについては、大阪府後期高

齢者医療広域連合において、引き続

き１年間、資格確認書の一律交付を

継続する方向での検討がなされて

いると聞いております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  高齢者になりま

すと、こけて、けがをして入院をさ

れるとか、また様々な病気で入院さ

れるということも増えてくる中で、

やっぱり医療費が高額でという御

相談もよくいただきます。 

 そういう中で、限度額認定書を発

行してもらえなくても、もう資格確

認書の中で後期高齢者の方は診て

もらって、一旦高い金額を払って後

から返してもらうということをし

なくてもいいという制度に今はな

っていると伺ったと思っています。 

 それは一つ前進だと思うんです

けれども、限度額であったとしても

高額なんです。一般の区分の方で一

か月５万円ぐらいの金額になって

るんじゃないかと思います。１２月

の終わりに入院して１月のお正月

が終わってから帰ってきても、２か

月分なんですよね。その間に手術だ

とか何だとか、高いお金を払うよう

なことがあったとしたら、ちゃんと

限度額以下にしていただいてるん

だけれども１０万円以上かかるみ

たいなことが起きてくるわけなん

です。 

 それを今、政府は、さらにこの高

額療養費の限度額を引き上げよう

としています。自己負担限度額を引

き上げるということになりました

ら、利用者８２１万人のうち約６６

０万人が負担増の見通しというこ

とです。 

 受診抑制や治療中断を防ぐため

に、公的負担の拡充が非常に重要や

と思います。受益者負担という考え

方なんだろうと思いますけれども、

社会保障であるはずの医療体系が

お金の沙汰次第になってしまうと

考えられます。 

 これは、若者世代の社会保険料の

引下げということが言われて、社会

保障費を削減しようという流れの

中で出てきているものでございま

すけれども、これを本当にやったと

し て 働 き 盛 り で あ る 現 役 世 代 の

方々の保険料が一体どれだけ引き

下がるのかということです。 

 衆議院予算委員会が１０日、２０

２６年度予算案についての中央公

聴会を開いたんですが、そこで全国

がん患者団体連合会の天野理事長
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が発言をしています。厚生労働省の

資料によっても、高額療養費の月額

上限引上げによる保険料軽減額は、

１人当たり年約１，４００円にすぎ

ないと、月額でペットボトル１本分

ほどの保険料引下げにしか効果が

ないと言われています。高額療養費

が有するセーフティ機能をそれぐ

らいの保険料引下げのためにやっ

ていいのかということが訴えられ

たということでございます。 

 ぜひ市町村の現場からも、この高

額療養費の限度額の引上げに対し

て反対の声を上げていただきます

ようにお願いいたします。 

 質問番号２番については、８月以

降も検討していただくということ

でございましたので、ぜひそれは実

現してもらえるように、これも声を

上げていただきたいと思います。要

望とします。 

○光好博幸委員長  増永副委員長

の質問が終わりました。 

 そのほか、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で、質疑を

終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時４９分 休憩） 

（午後３時５０分 再開） 

○光好博幸委員長  それでは再開

いたします。 

 議案第７号、議案第１３号及び議

案第２８号の審査を行います。 

 本３件につきましては補足説明

を省略し、質疑に入ります。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 それでは、１問

質問いたします。 

 予算概要１８６ページ、介護予

防・生活支援サービス事業、介護予

防・生活支援サービス事業補助金、

訪問型サービスＤについて、取組内

容と現在の利用状況についてお伺

いいたします。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  お答えしま

す。 

 訪問型サービスＤは、元気はつら

つお出かけサポートという愛称で

実施しており、要支援１、２及び基

本チェックリスト該当者等を対象

に、市内での買物や通院、つどい場

等の介護予防活動への送迎を行う

ＮＰＯ法人に対し、運営費用等を補

助するもので、令和７年度と同額３

００万円を計上しております。 

 利用状況につきましては、令和８

年１月末現在で１，７５７回の利用、

うち要支援認定者は１，５０７回で、

つどい場等介護予防活動が１０７

回、買物が４０５回、通院が９９５

回の利用となっております。 

 月平均の利用件数は、令和６年度

１７３．８件に対し１７５．７件と

増加しているものの、介護予防活動

への利用割合は、令和６年度の１２．

５％から７．１％と減少してる状況

になっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員  御答弁ありが

とうございます。内容について理解

いたしました。 

 訪問型サービスＤの元気はつら

つお出かけサポートについて、市と
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して認識している課題と今後の展

開について教えてください。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  利用者の中

には、認知症状をはじめとした利用

者本人の状態像から、運営団体のみ

では対応に苦慮するというお話も

聞いており、ケアマネジャーとの意

見交換会を開催し、運営団体の実情

を踏まえた対応等について話合い

を行っているところでございます。 

 また、当該サービスにつきまして

は、利用するに当たりケアプランの

作成が必要となってまいります。利

用者の増加に伴うケアマネジャー

の負担の点も踏まえておく必要が

あると考えておりまして、引き続き

これらの状況も勘案しながら、効果

的な高齢者の外出支援につなげる

ことができるよう、運用を検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員  ありがとうご

ざいます。 

 訪問型サービスＤの元気はつら

つお出かけサポートは、単なる介護

予防にとどまらず、公共交通機関が

カバーし切れない、ドア・ツー・ド

アのニーズを満たす極めて重要な

インフラであると考えています。 

 特に安威川よりも南側、別府や鳥

飼地域にお住まいの高齢者の皆様

にとっては、この移動支援の問題は

非常に重要で、単なる便利なサービ

スだけではなく、社会とのつながり

を維持するための命綱であるとも

思います。 

 市民が移動に困り、社会から孤立

することがないよう、部局の垣根を

越えて、関係各所が知恵を出し合い

ながら取組を進めていただきます

よう要望して、質問を終わります。 

○光好博幸委員長  光田委員の質

問が終わりました。 

 そのほか。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員  私から１点質問

させていただきます。 

 予算概要１８０ページ、要介護認

定事業について、介護認定審査会委

員報酬９８２万８，０００円が予算

計上されております。 

 これは、介護保険のサービスを受

けようとされる方について、介護に

必要な度合いを審査・判定する審査

会の開催に係る経費になるかと思

いますが、審査会の構成メンバー、

開催回数の予定についてお教えい

ただけますでしょうか。 

 また、審査会１回当たりの審査件

数は何件くらいになるのか教えて

ください。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  お答えしま

す。 

 介護認定審査会は医療分野、福祉

分野、保健分野の専門職で構成して

おり、令和８年度は６４名体制を予

定しております。 

 要介護認定審査の場となる合議

体につきましては、４名体制となっ

ており、令和８年度開催予定回数は
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月最大１１回で、年１２４回の開催

を見込んでおります。 

 また、審査会１回当たりの審査件

数につきましては、２０件から３５

件をめどとした運営を予定してお

ります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員  御答弁ありがと

うございます。 

 近年進む高齢化に伴い、介護サー

ビスを必要とする方の増加が予想

されておりますが、今後、介護認定

審査会を運営していく上で、認識さ

れている課題などがあればお教え

いただけますでしょうか。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  介護認定審

査会に係る課題についてでござい

ます。介護を必要とされる方の割合

が増加いたします８５歳以上の人

口が令和８年１月末現在の３，７５

０人に対し、第２次ベビーブームに

生まれた団塊ジュニア世代が６５

歳以上となる令和２２年、西暦２０

４０年には５，３１７人と１，５６

７人増加する見込みとなっており

ます。 

 このような中、要介護認定申請件

数は現在約３，３００件でございま

すが、申請件数の増加と、それに伴

う介護認定審査会の負担の増加が

予想され、審査を適切で速やかに行

う体制の整備が必要と考えており

ます。委員の確保等容易ではない状

況ではございますが、本市といたし

ましてもＺｏｏｍなどのオンライ

ンツールを活用するなど、可能な限

り介護認定審査会委員の負担軽減

に取り組んでいるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員  ありがとうござ

います。 

 介護を必要とされる方々が安心

して生活を営むためには、その方々

の状態に応じた適切な支援制度や

サービスが速やかに提供されるこ

とが重要になってまいります。ＩＣ

Ｔ活用や委員の負担軽減策、人材の

確保など、多角的な取組となります

が、ぜひとも工夫を凝らしていただ

きまして、効率的な審査会の運営と

なるよう要望いたしまして、私から

の質問を終わります。 

○光好博幸委員長  大川委員の質

問が終わりました。 

 そのほか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  私からも１問質

問させていただきたいと思います。 

 高齢者人口の現状と、将来推計を

踏まえた介護保険制度の今後の見

通しについてお聞きしたいと思い

ます。 

 全国的に高齢化は急速に進んで

おり、高齢層に傾いた人口構造が急

速に改善する見通しがない中、社会

保障制度は今後どのようになって

いくのか不安になります。平成１２

年度の介護保険制度開始以降、介護

保険料の金額は３年ごとの見直し

のたびに上昇する傾向にあり、本市
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においても現在６，４９０円という

基準になっています。 

 このような状況ですが、本市にお

ける高齢者人口の現状と将来推計

を踏まえた介護保険制度の今後の

見通しについてお伺いいたします。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  本市の高齢

者人口は２０４０年、令和２２年に

は２万４，５２２人と、令和８年１

月末現在の２万１，８９３人に対し

２，６２９人増加、高齢化率は２５．

３％から２８．９％まで上昇する見

込みとなっております。 

 このような状況の中、先ほども御

答弁申し上げましたが、介護を必要

とされる方の割合が増加する８５

歳以上の人口増加が見込まれてお

り、今後を考えますと、サービスの

利用が増えていけば介護保険料と

ともに市の負担も増えるというよ

うな仕組みでございますので、今後

とも介護予防や認知症の予防を重

点的に取り込むことにより、将来の

負担軽減につなげていくことが重

要になってくると考えております。 

 国におきましても、介護保険制度

の持続可能性についての議論がさ

れているところでございますので、

この辺りについても注視しながら、

市として必要となる取組を検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  ありがとうござ

います。 

 高齢化の進展に伴い、要介護高齢

者の増加などにより介護ニーズは

ますます増大、これに合わせて介護

給付費は増加の一途をたどること

が目に見えております。 

 予想される課題への対応には時

間が限られており、具体的な施策の

早期検討と着実な実施が求められ

ると考えております。特に、介護予

防や認知症予防の施策については、

地域や個人の事情に応じたきめ細

やかな対応が必要であり、そのため

の環境や仕組みづくりを積極的に

進めていただきたいと思います。 

 市民が安心して老後を迎えられ

る地域社会を構築するためにも、し

っかりと具体的な取組を進めてい

ただきますよう要望させていただ

きます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  中川委員の質

問は終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、４点ばかり

御質問させていただきたいと思い

ます。 

 まず、１番目でございます。 

 これまで特別会計等でお聞きを

させてはいただいておるんですけ

ども、この被保険者の保険料につい

てであります。 

 第１号の被保険者、保険料におき

ましては、令和７年度と比較をいた

しまして、令和８年度は減額になっ

ていると思いますので、この点の認

識について１回目、お尋ねをさせて

いただきます。 

 ２番目でございます。 

 予算書の１４ページのところで

ありますが、地域介護・福祉空間整
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備等施設整備交付金というのがあ

ります。これは令和８年度といたし

まして７７３万円で、国が１０分の

１０ということでありますけども、

この使途について、１回目お尋ねを

させていただきます。 

 ３番目でございます。 

 予算歳出の２４ページ、地域密着

型介護サービス給付費というのが

あります。これは令和７年度の当初

予算に対しまして、約１億５，００

０万円近く増加になっての９億７，

７８６万６，０００円が令和８年度

の当初予算として設定をされてお

ります。 

 この介護サービスにつきまして

は、認知症とか中重度の方々の要介

護高齢者の方々が住み慣れた地域

で生活を続けられるよう支援する

制度なのかなと思いますが、増額と

なっていることについての予算の

内容について、１回目お尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

 ４番目でございますが、第９期せ

っつ高齢者かがやきプランは、令和

８年度が最終年度となっておりま

す。やはりこれまで、建設もそうな

んですけども、介護関係も給料の面

だとかでこの数年、様々な議論がさ

れてきたと思いますし、またこの労

働力の確保といったことも、介護関

係の方々も含めて様々に議論され

てきたと思います。 

 そういう意味で、この第９期のせ

っつ高齢者かがやきプランが令和

６年度から始まり、８年度が最終年

度でございますので、介護全般での

課題等、令和８年度の予算編成に当

たっての総括的な認識についてお

尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  以上４点です。 

 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  ４点の御質

問にお答えします。 

 質問番号１番、保険料についてで

ございます。第１号被保険者数、令

和７年度になりますが、２万１，９

５８人に対し、令和８年度は２万１，

８４４人と、１１４人の減少を見込

んでおりますとともに、令和８年度

は、第９期の計画最終年度に当たり、

基金の取崩し額を令和７年度約１

億３１５万から約１億８，０９４万

円と７，７７９万円増額しているこ

とが主な要因となっております。 

 質問番号２番、地域介護・福祉空

間整備等施設整備事業、こちらは、

高齢者施設等の安全性の向上、また、

災害をはじめとした非常時の対応

力強化など、市町村を通じて国から

補助金が交付される制度でござい

ます。 

 本事業の活用につきましては、毎

年度、市内事業所に向けて意向調査

を実施しており、令和８年度は地域

密着型サービス事業所におきまし

て、空調設備の更新の意向があった

ため、これに係る費用の国が定める

補助上限額７７３万円を予算計上

しているものでございます。 

 続きまして、地域密着型介護サー

ビス給付費でございます。 

 高齢者が要介護状態となっても

住み慣れた自宅や地域での生活を

継続できるよう、市町村が指定する

事業者から、その地域に住む住民が

サービスを受けた場合に支払われ
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る給付費でございます。 

 令和７年度予算と比較して、１億

４，７９６万２，０００円を増額し

た予算計上につきましては、地域密

着型介護サービス費は要介護度が

高くなるほど提供されるケアの専

門性や頻度が増すことから、設定さ

れる単位数が段階的に高くなる仕

組みとなっております。 

 令和６年度地域密着型サービス

の利用者のうち、要支援、要介護１、

２の人数は令和６年度で約２６０

人に対しまして、令和７年度は約２

４０人と減少している一方、要介護

３から５の人数は、令和６年度約１

６０人に対し、令和７年度は１７０

人と増加している状況にございま

す。 

 また、令和８年度報酬改定がござ

いまして、介護職員の処遇改善、最

大月６．３％の賃上げを見据えたも

のであることも要因となっており

ます。 

 ４番目の介護全般での課題と令

和８年度予算の認識でございます。 

 高齢化の進展に伴いまして、後期

高齢者が増加する中、第１号被保険

者の要支援要介護認定者数は、第８

期の計画の初年度となる、令和３年

度の４，１６８人に対し、令和８年

１月末現在４，６７１人となってお

り、５０３人増加しております。 

 今後も介護を必要とする高齢者

は増加していくものと予想してお

り、令和８年度の保険給付費は令和

７年度比で３億１，０１７万３，０

００円増の７５億５，５１９万１，

０００円を計上、特別会計予算全体

では令和７年度比３億４万２，００

０円の増となる８４億４，８８９万

７，０００円を計上しているところ

でございます。 

 このような中、地域支援事業にお

きまして、介護予防や認知症予防の

重点的取組により、将来の負担軽減

につなげていくことが重要となっ

てまいりますが、介護保険制度の持

続的運営に向けて介護人材の確保

が喫緊の課題になっていると認識

しております。 

 これまでも介護支援専門員の資

格更新費用の補助など、人材確保・

定着に取り組んでいるところでご

ざいますが、介護事業所等との意見

交換を通してニーズを把握し、有効

となる人材確保策、介護職員の負担

軽減に資する取組について検討し、

高齢者の包括的かつ持続可能な支

援体制の構築につなげてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  １番目の第１号

被保険者の保険料についてであり

ます。 

 条例は、税法の改正によって、１

号被保険者の保険料が下がるとい

うか変動ということに対しての一

定の金額、今までと同様の第１号被

保険者からの保険料ということで

の条例改正だと思うんですが、その

確認と、この予算書にそのことが反

映してあるのかということを確認

だけさせていただきたいと思いま

す。 

 ２番目でございます。 

 地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金についてであります。 
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 確かに国から１０分の１０とい

うことであり、これにつきましては、

高齢者施設等々の、空調も含めてだ

と思うんですが、防災・減災等々に

対しての国からの交付金というこ

とであります。 

 今回、上限の７７３万円を要求し

て、国から下りてくる交付金を予算

にされていると思います。ただその

一方で、本当にこの工事が７７３万

円以下で収まってるのかというこ

とでいけば、もしかしたら上限額と

いうか、７７３万円を超えた工事費

であるにもかかわらず、国としては

この上限までしか交付しないとい

うことなのかなと思います。工事費

につきましては、これから後年にな

ればなるほど工事費が下がるとい

うことは多分ないと思いますので、

その辺りもしっかりと見ていただ

いて、この交付金を活用した工事を

またお願いをしたいということで、

この点は要望としておきたいと思

います。 

 ３番目でございます。 

 地域密着型介護サービス給付費

の件でお尋ねをさせていただきま

した。 

 これは先ほど御答弁でもありま

したけども、住み慣れた自宅でとか

地域でこの生活を続けられるよう

支援するサービスということであ

ります。 

 その一方で、利用者の所得に応じ

て費用負担もあるということだと

思うんですが、ただ、介護サービス

給付費につきましては１０年前と

比較すれば、約２ .６倍ぐらいの金

額に膨らんでるというか、利用があ

るという感じになってきてると思

います。 

 ２回目の質問といたしまして、介

護サービス給付費は伸びてるんだ

けども、予防サービス給付費はそん

なに伸びていないと思いますので、

２回目はこの居宅介護、そして地域

密着型介護と施設介護の各サービ

ス、給付費の伸びということについ

て、どういう認識でおられるのかと

いうことでお尋ねをさせていただ

きたいと思います。 

 ４番目、労働力の確保とか、介護

に関する人的資源の確保といった

ことも大きな課題ということであ

ったと思います。 

 その一方で、１号被保険者の減少、

高齢化の社会にあって、６５歳から

７４歳以下までの方々の人数が減

ってきてるということで、要は７５

歳以降の方々の人数が増えてきて

るということであります。特に一般

的に考えれば、要介護とか要支援の

認定者数は増えていく傾向が数年

あって、今後もさらに増加傾向にあ

るのかなと思うんですが、ただその

一方で、この数字には、要介護の認

定者数に出てきてない数字がある

のかなと思います。それはぎりぎり

まで要介護認定を受けないという

か、窓口に行きにくいというか、そ

んな理由もあると思うんですね。特

にお二人の高齢者の方、御夫婦だと

か、あとはどちらかがお亡くなりに

なって、お一人になってしまったと

かいう方々が、何か生活上で困った

ことが生じた際にも、支援を求める

手段や機関へのアクセスが思うよ

うにいかないというような状況も

あるのかなと思いますので、この対

応も、介護保険という面もあるんで
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すけども、一般会計で申し上げまし

た重層的支援もしっかりと関連性

を持たせていくというところが必

要だと思います。また、令和８年度

は、次なる１０期計画の策定に入っ

ていきますので、この辺りをしっか

りと、計画に盛り込んでいっていた

だきたいと思います。 

 また、この１０期も３年間の計画

でございます。３年間というのは本

当に長いようで短い計画期間であ

りますからね。しっかりと現状の認

識も踏まえていただいて、今後、１

０期の計画策定に取り組んでいっ

ていただきたいなということで、そ

の点は要望とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

番でございます。 

 議案第２８号の条例改正の保険

料、積算との関係というお問いであ

ったと思います。 

 今回の条例改正の趣旨といたし

ましては、令和７年度の税制改正に

よりまして、給与所得控除の最低保

障額が現行の５５万円から６５万

円に、１０万円引上げされることと

なりました。 

 この改正により、収入が５５万１，

０００円以上、１９０万円未満の一

部の方は、給与所得控除の拡大によ

り課税対象だった人が非課税にな

る場合が出てきます。その結果、保

険料の段階が変わる方が発生する

可能性がございます。 

 この状況が介護保険料の収入計

画に予想外の不足を生じさせるお

それがあるため、令和７年度改正の

影響で標準保険料段階が変わる可

能性がある方については、税制改正

前と同じ保険料段階で判定方法を

適用するため、今回の遮断に応じて

所要の改正を行うものでございま

す。 

 つまりは、税制改正がございまし

たが、その影響を遮断し、介護保険

制度につきましては、令和７年度、

６年度、これまでと同じように保険

料を計算するという形になります

ので、今回の保険料の積算につきま

しても、令和７年度以前と同じ形で

積算をさせていただいております。 

 質問番号３番、地域密着型介護サ

ービス給付費でございます。 

 居宅介護等各サービスにおける

令和６年度と令和５年度の比較と

なりますが、居宅系サービスは令和

５年度３１億７，８５８万９，２９

０円に対し、令和６年度３３億７，

０７８万７，９７５円と１億９，２

１９万８，６８５円、約６％の増加。 

 地域密着型サービスでは、令和５

年度７億２９６万７，６６７円に対

し、令和６年度７億６，０９４万１，

４０５円と５，７９７万３，７３８

円、約８．２％の増加。 

 施設系サービスにつきましては、

令和５年度１８億６，４７４億６，

０１１円に対し、令和６年度１９億

２，５３６万８，６９０円と、６，

０６２万２，６７９円、約３．３％

の増加という状況になっておりま

す。 

 後期高齢者数の増加に伴う要介

護認定者数の増加に合わせ、給付費

の増加は今後も想定されており、コ

ロナ禍以降、高い水準で伸びており
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ます居宅系サービス、地域密着型サ

ービスにつきましては、当面同様の

傾向で伸びていくものと想定して

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  １番目の１号被

保険者の保険料についてでござい

ます。 

 この議案第２８号の条例改正と

その分を盛り込んだ予算というこ

とであったと思いますが、ただこの

保険料というのは３年間、収入、家

族構成、年齢構成が変わらなければ、

３年間同じ保険料ということのあ

る中で、今回この税制改正があった

ので、条例改正をしたということだ

と思います。 

 先ほど１号被保険者の人数が減

少という中で、要は歳入面の減少へ

の影響といったこともあるという

ことでございましたので、少子高齢

化という中にあってもね、少し転換

点なのかなと思います。 

 要は、７４歳以下の方々の年齢構

成と７５歳以上の方々の年齢構成

ということを考えれば、今後、考え

方の角度を変えて、やっていかなけ

ればいけない部分もあるのかなと

思いますので、これから、先ほど申

し上げました第１０期のせっつ高

齢者かがやきプラン策定の中にあ

っての介護保険事業計画に今後３

年間に想定される様々な要因を取

り込んでいっていただきたいと思

います。ただ、私も１号被保険者で

ございますので、そういう面では次

の第１０期の保険料はどうなるの

かと思う面もありますけども、しっ

かりと介護の事業運営という観点

で取り組んでいっていただければ

なと思います。 

 要望でございます。 

 次、３番目でございます。 

 予防サービスの給付費等々の件

でお聞きをさせていただきました。

やはり介護給付費を抑制する、その

一つが予防ということであると思

います。 

 今まではお二人で住んでた世帯

でもお一人になられた方など、今、

様々な人口形態がこの摂津市内で

も増えてきていると思いますし、介

護現場で働く介護関係の人材確保

が本当に必要な部分として、次の第

１０期に関わってくると思います。

介護保険制度が始まって２７年に

なりますから、今後サービス量がさ

らに増えてくるということが想定

できますので、これから予防という

目線でしっかりと捉えていってい

ただいて、介護運営に取り組んでい

ただきたいと申し上げて私の質問

を終わります。 

○光好博幸委員長  村上委員の質

問は終わりました。 

 本日の委員会はこの程度にとど

め、散会します。 

（午後４時２５分 散会） 
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